
南
北
朝

・
室
町
期

に
お
け
る
五
山
派
禅
院

の
修
造
財
源

将

軍

権

力

と

関

連

し

て

辻

直

生

は

じ

め

に

室
町
将
軍
の
法
名
が
相
国
寺
の
塔
頭
名
と
な
る
例

や
、

『中
世
法

制
史
料
集
」
第
二
巻

「室
町
幕
府
法
」
の
五
山
派
教
団
に
対
す
る
法

令

の
多
さ
な
ど
、
室
町
将
軍
家

・
室
町
幕
府
と
五
山
派
教
団
の
関
係

は
密
接

で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
本
稿

で
は
、

南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
五
山
派
禅
院
の
修
造
事

業
を
取

り
上
げ
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
論
述
を
試
み
る
。

中
世

五
山
の
研
究
史
で
、
こ
の
課
題
に
関
連
す
る
論
文
か
ら
、
こ

れ
ま
で
明
確
に
さ
れ
た
財
源
の
種
類
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
寺
社
造
営
料
唐
船
…
…
建
長
寺
船
、
東
福
寺
船
、
天
龍
寺
船
、

　
　

　

相
国
寺
船
な
ど
。

　
　

　

②
東
班
衆
…
…
相
国
寺
梵
螢
都
聞

・
正
盛
都
聞
な
ど
。

　
ヨ

　

③
公
文
と
官
銭
…
…
功
徳
成
の
坐
公
文
、
献
銭
、
献
物
。

④
造
営
料
所
…
…
修
造
の
た
め
武
家
や
公
家
か
ら
の
寄
進
に
よ
り

成
立
。
年
限
を
限
る
場
A口
も
あ
る
。

⑤
棟
別
銭
…
…
幕
府
機
構
を
通
じ
て
特
定

の
国
に
賦
課
さ
れ
る
。

た
い
て
い
棟
別
十
文

で
あ
る
。

⑥
関
所
…
…

"応
安

の
傲
訴
事
件
"
の
直
接
の
原
因
と
な

っ
た
南

禅
寺
三
門
関
所
な
ど
。

⑦
そ
の
他
…
…
勧
進
銭

・
寺
領
収
入
な
ど
。

①
寺
社
造
営
料
唐
船
は
頻
繁
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
期
か
ら
戦
国
期

　
　

　

ま
で
継
続
し
て
幕
府
に
よ
り
中
国
や
朝
鮮

へ
派
遣
さ
れ
た
。
②
東
班

衆
が
寺
院
修
造
に
費
用
の
面
で
貢
献
し
た
と

い
う
実
証
例
は
延
文
三

　
ら

　

年
以
降
で
、
そ
れ
以
前
は
未
詳
で
あ
る
。
③
公
文
と
官
銭
が
財
源
と

な
る
の
は
室
町
幕
府
第
六
代
将
軍
足
利
義
教

の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ

}
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れ
で
も
財
源
の
主
流
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
嘉
吉

の
乱
を
経
て
応
仁

の
乱
以
降
か
ら
戦
国
期
を
通
じ
て
禅
院

の
修
造
財
源
と
し
て
大
き
な

ウ
エ
ー
ト
を
占
め
る
。
た
だ
し
、
官
銭
関
係
は
功
徳
成
の
坐
公
文
の

み
が
財
源
と
な

っ
た
の
で
は
な
く
、
掛
塔
銭

・
転
住
官
銭
な
ど
の
各

　
　

　

種
官
銭

も
財
源
と
な

っ
た
。
④
～
⑦
に
し
て
も
特
定
の
時
代
を
反
映

し
た
財
源

で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
①
の
よ
う
に
特
定
の
財
源
が
中
世

を
通
じ

て
存
在
し
て
い
た
の
は
む
し
ろ
珍
し
い
と
い
え
る
。

筆
者

は
研
究
史
の
問
題
点
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
た
。
ま
ず
、
上

記
の
諸
財
源
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た

結
果
、
相
互
の
関
連
が
見
過
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ヒ
記
の
諸
財

源
が
何

の
関
連
も
な
く
別
個
に
成
立
し
た
と
い
う
誤
解
を
招
き
や
す

い
。
次

に
、
幕
府

・
五
山
派
教
団
が
修
造
完
遂
の
た
め
に
、
時
代

の

推
移
に
対
応
し
て
そ
の
財
源
を
変
化
さ
せ
て
い

っ
た
過
程
が
明
確

に

さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期

に
お
け
る
南
禅
寺
、

円
覚
寺
、
相
国
寺
の
修
造
事
業
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
L
記
の
諸

財
源
の
関
連
を
明
確

に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
特
に
功
徳
成
の
坐
公

文
に
代
表
さ
れ
る
官
銭
が
修
造
財
源
と
な
る
流
れ
が
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
修
造
が
主
流
と
な
る
永
享
以
前
は
ど
の
様
な

財
源
が
主
流
で
あ

っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
合
わ
せ
て
嘉
吉
の
乱
以

降
、
幕
府

・
五
山
派
教
団
と
も
に
修
造
財
源
を
主
に
功
徳
成
の
坐
公

文
等
の
官
銭
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
情
に
つ
い
て
順
次
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
次

に
、
修
造
財
源

の
変
化
を
も
た
ら
す
社

会
的
背
景
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
南
北
朝
期
の
南
禅
寺
と
円
覚
寺
、
次
い
で
室
町
期
の
相
国

寺
の
修
造
事
業
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
る
。

、
南
北
朝
期

の
五
山
修
造

の
財
源

南
北
朝
期
に
お
け
る
南
禅
寺
と
円
覚
寺
の
伽
藍
修
造
事
業
を
取
り

L
げ
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
両
寺
と
も
そ
の
創
建
年
代

は
鎌
倉
期

に
あ
る
。
南
禅
寺
は
正
応
四
年

(
一
二
九

一
)
に
無
関
普

ヘ
ア

　

門
を
開
山

に
し
亀
山
法
皇
が
創
建
し
た
禅
寺

で
あ
る
。
ま
た
、
室
町

幕
府
に
よ
る
官
寺
制
の
組
織
化
と
と
も
に
、
暦
応
四
年

(
一
三
四

一
)

の
五
山
座
位
で
は
五
山
第

一
、
至
徳
三
年

(
一
三
八
六
)
に
は
五
山

之
上
の
寺
格
を
得
た
。

一
方
、
円
覚
寺
は
弘
安
五
年

(
一
二
八
二
)

に
無
学
祖
元
を
開
山
に
し
鎌
倉
幕
府
執
権
の
北
条
時
宗
が
創
建
し
た

が
　

し

禅

寺

で
あ

る

。

暦

応

四

年

に
は

五
山

第

一
、、

至

徳

三

年

に
も

五
山

第

二
と

い
う

寺

格

で
あ

っ
た
。
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1
、
南
禅
寺
の
修
造
事
業
と
そ
の
財
源

貞
治

五
年

(
=
二
六
六
)
か
ら
の
南
禅
寺
の
修
造
事
業
を
対
象
と

す
る
。
修
造
事
業
開
始
に
あ
た
り
後
光
厳
天
皇
の
編
旨
が
春
屋
妙
龍

　
　

　

に
充
て
て
出
さ
れ
た
。
こ
の
修
造
事
業
は
北
朝
の
命
を
奉
ず
る
形
で

室
町
幕
府
が
資
金
や
資
材
を
調
達
し
た
。
次
の
史
料
は
、
そ
の
こ
と

を
示
し

て
い
る
。

　り
　

渡
進
南
禅
寺
造
営
方
文
書
等
事

合

一
、
国
々
棟
別
輪
旨

一
通

一
、
武
家
御
教
書

五
通
越
前
、
加
賀
、
越
中
、
能
登
、
近
江

、
一

出
雲
国
棟
別
守
護
施
行

一
、
山
科
用
木
論
旨

一
、
同
御
教
書

一
、
修
造
方
事
書

一
、
尼
崎
材
木
注
文

一
、
天
龍
寺
修
造
都
管
柱
預
状

已
上

右
所
渡
進
如
件

応
安
元
年
十
月
十
七
日

通 通 通 通 通 通

 

都
聞
清
純

(花
押
)

こ
の
文
書
か
ら
南
禅
寺
修
造
財
源
の

一
部
が
わ
か
る
。
以
下
、

一

つ
一
つ
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
「
国
々

棟
別
輪
旨
」
が

一
通
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
棟
別
論
旨
は
後
光
厳
天

皇
に
よ
る
輪
旨
で
あ
ろ
う
。
こ
の
棟
別
論
旨

に
対
応
し
て

「武
家
御

教
書
」
が
そ
れ
ぞ
れ
越
前

・
加
賀

・
越
中

・
能
登

・
近
江
の
諸
国
に

出
さ
れ
た
。
出
雲
国
に
関
し
て
は

「
出
雲
国
棟
別
守
護
施
行
」
と
あ

る
の
で
、
最
も
早
く
棟
別
銭
が
賦
課
さ
れ
、

す
で
に

【守
護
施
行
」

状
が
二
通
南
禅
寺
の
都
聞
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に

出
雲
国
棟
別
銭
の
徴
収
が
済
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
。
造
営
論
旨
が

春
屋
妙
飽
宛
に
出
さ
れ
て
二
年
程
の
こ
と
で
あ
る
。
越
前
以
下
も
順

次
棟
別
銭
の
徴
収
が
進
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
修
造
棟
別
銭
が
賦

課
さ
れ
た
諸
国
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
ば

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

棟
別
銭

の

「
武
家
御
教
書
」
が
出
さ
れ
た
期
間
は
貞
治
五
年
七
月
卜

一
日
か
ら
応
安
元
年

(
一
三
六
八
)
十
月
十
七
日
の
間
で
あ
る
。
こ

の
南
禅
寺
棟
別
銭
の
前
年
の
貞
治
四
年

(
一
三
六
五
)
二
月
五
日
付

で
幕
府
は
諸
国
に
対
し
春
日
社
造
替
の
為
の
棟
別
銭
十
文
を
賦
課
し

畑
㏄
春
日
社

の
棟
別
銭
は
西
海
道
の
諸
国
と
紀
伊

・
和
泉

・
摂
津

・

河
内

・
大
和

・
石
見
を
除
く
諸
国
に
課
せ
ら
れ
た
。
こ
の
春
日
社
に

続
く
幕
府

の
棟
別
銭
が
南
禅
寺
の
棟
別
銭
で
あ
る
。
南
禅
寺
に
し
ろ

春
日
社
に
し
ろ
棟
別
銭
賦
課
の
主
体
は
幕
府

で
あ
る
。
よ

っ
て
幕
政
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と
の
関
わ
り
を
抜
き
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
時
期
の
幕

政

の
動
向
と
関
連
づ
け
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

南
禅
寺
造
営
輪
旨
の
発
給
直
後
の
貞
治
五
年
八
月
八
日
に
、
斯
波

高
経
失
脚

に
よ
り
そ
の
息
子
で
執
事
の
斯
波
義
将
、
侍
所
頭
人
斯
波

義
種
も
失
脚
し
た
。
(貞
治
の
政
変
)
南
禅
寺
修
造
は
当
初
将
軍
足

利
義
詮

の
も
と
斯
波
高
経
ら
斯
波
氏
と
春
屋
に
よ
り
進
め
ら
れ
て
い

　ロ
　

た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
貞
治
の
政
変
後
は
、
斯
波
氏
は
こ
の
事
業

と
は

一
時
か
か
わ
ら
な
く
な
る
。
幕
府
中
枢
が
混
乱
し
て
い
る
状
況

で
修
造
財
源
と
し
て
棟
別
賦
課
の
六
ケ
国
が
選
定
さ
れ
た
理
由
を
追

求
し
て
み
た
い
。
春
日
社
の
場
合
は
南
朝
の
勢
力
下
の
西
海
道
諸
国

・

紀
伊
国
等
が
棟
別
賦
課
の
対
象
外
と
な
る
の
は
も

っ
と
も
で
、
貞
治

五
年
当
時
幕
府
が
掌
握
し
て
い
た
地
域
が
よ
く
わ
か
る
。
南
禅
寺
の

場
合
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
。
棟
別
銭
は
幕
府
機
構
を
通

じ
て
徴
収
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
家

・
寺
家
の
要
請
に
よ
り
幕
府

が
御
判
御
教
書
等
に
よ
り
徴
収
を
諸
国
守
護
に
命
じ
る
。
そ
の
命
令

は
守
護

か
ら
守
護
代
と
い
う
幕
府
組
織
に
よ

っ
て
現
地
で
棟
別
に
た

い
て
い
十
文

で
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
守
護
に
と

っ
て
自
己
の
領
国
を

把
握
す
る
絶
好
の
機
会

で
あ
る
。
ま
た
、
徴
収
さ
れ
た
銭
の

一
部
が

守
護

に
流
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
先

程

の
文

書
を
検
討
す
る
。
最
も
早
く
棟
別
銭
が
徴
収
さ
れ
た
国
は
出

雲

で
あ
る
。
貞
治
年
間
の
出
雲
守
護
は
佐
々
木
高
氏

(道
誉
)

で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
南
禅
寺
棟
別
諸
国
と
貞
治

の
政
変
は
無
関
係

で
な

く
、
佐
々
木
高
氏
が
中
心
と
な
り
反
斯
波
派
と
し
て
結
集
し
た
守
護

勢
力

に
有
利

に
六
ケ
国
が
選
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
南
禅
寺
修

造

の
棟
別
諸
国
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
幕
政
の
影
響
が
あ

っ
た
点
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
修
造
用
の
材
木
に
つ
い
て

「山
科
用
木
輪
旨
」
に
対
応
し

て

「
武
家
御
教
書
」
が
出
さ
れ
た
。
「棟
別
輪
旨
」

に
し
て
も
北
朝

の
命
を
奉
じ
る
形
を
と

っ
て
い
る
が
実
際
は
幕
府
権
力
な
し
に
修
造

は
進
行
し
な
い
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「修
造
方
事
書
」
で
あ
る
が
、
事
書
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
南
禅
寺
東
班
衆
に
よ
る
修
造
に
関
す
る
様
々
な
決
定
事
項

で
あ
ろ
う
。

「尼
崎
材
木
注
文
」
は
注
目
す
べ
き
材
木
調
達
の
方
法
で
あ
る
。

南
禅
寺
の
寺
領
に
は
占
代
官
寺
が
有
す
る
寺
院
建
造

・
修
理
の
為

に

材
木
を
調
達
す
る
杣
が
な
い
。
そ
の
為
に
別

の
手
段
に
よ
る
調
達
が

必
要
と
な
る
。
そ
の
現
れ
が
こ
の
注
文
書
で
あ
る
。
貨
幣
に
よ
る
材

木
調
達
方
法
で
あ
る
。
「銭
」
さ
え
あ
れ
ば

[
尼
崎
材
木
注
文
」

と

い
う
具
合
に
必
要
な
材
木
を
発
注
す
れ
ば
、
あ
と
は
材
木
商
が
材
木

を
揃
え
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
材
木
調
達
方
法
で
あ

っ
た
の
で
、
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南
禅
寺

は
中
世
を
通
じ
て
杣
を
領
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ

う
な
注
文
に
よ
る
材
木
調
達
が
ど
の
程
度
伽
藍
修
造
を
早
く
進
め
る

か
を
如
実
に
示
す
の
が
、
文
安
四
年

(
一
四
四
七
)
四
月
二
日
の
火

災
か
ら

の
南
禅
寺
修
造
事
業
で
あ
る
。
文
安
四
年
の
修
造
事
業
は
突

然

の
火
災
に
よ
る
も
の
で
、
貞
治
五
年
か
ら
の
そ
れ
と
は
出
発
点
を

異
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
突
然
の
修
造

で
あ
る
か
ら
こ
そ
注
文

に
よ

る
材
木
調
達
方
法
の
効
率
性
が
わ
か
る
。
火
災
発
生
か
ら
半
年
後

　
ロ
　

「南
禅
寺
仏
殿
材
木
注
文
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
柱
数
六
十
九
本
、

虹
梁
六
支
、
柱
貫
数
七
十
七
支
、
大
輪
数
五
十
支
、
冠
木
数
六
十
六

支
で
総
額
六
千
七
百
六
十
九
貫
文
と
い
う
発
注
内
容

で
あ
る
。
そ
の

注
文
書
が
作
成
さ
れ
て
間
も
な
く
材
木
は

「
室
町
幕
府
下
知
状
」
に

　ロ
　

よ
り
運
送
の
保
護
を
得
て
い
る
。
そ
の
日
付
は
文
安
四
年
十

一
月
十

四
日
で
、
同
年
十
二
月
に
は

「山
門
使
節
連
署
過
書
」
が
出
さ
れ
、

山
門
の
関
所
で
あ
る
坂
本
七
ケ
関
所

・
堅
田
関
所

・
日
吉
船
木
関
所

　
め

　

へ
仏
殿
材
木
運
送
の
の
五
百
艘

の
通
過
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
火
災
発
生
か
ら
半
年
ほ
ど
で
材
木
の
輸
送
が
開
始
さ
れ
て
い
る
速

さ
に
驚

く
。
こ
の
時
期

に
は
、
す
で
に
南
禅
寺
再
建
の
為
の
材
木
調

達
の
要
請
に
対
応

で
き
る
よ
う
な
材
木
市
場
の
存
在
が
容
易
に
想
像

さ
れ
る
。

さ
て
、
貞
治

の
修
造

で
は

「
尼
崎
材
木
注
文
」
と
あ
る
よ
う
に
、

材
木
の
注
文
先
は
尼
崎
で
あ
る
。

こ
の
注
文
書
に
関
連
す
る
の
が
応

安
元
年
十
二
月
十

一
日
付
の

「
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
下
知
状
」
で

　め
　

あ
る
。
そ
の
下
知
状
に
は
、
「南
禅
寺
造
営
材
木
、
自
尼
崎
運
送
舟

壼
艘

・
筏
三
魚
事
」
と
あ
る
。
材
木

の
形
態

は
不
明
で
あ
る
が

「舟

壼
艘

・
筏
三
魚
」
と
い
う
規
模
の
材
木

で
あ

る
。
貞
治
五
年
の
造
営

編
旨
か
ら
二
年
程
か
か

っ
て
い
る
。

「
天
龍
寺
修
造
都
管
柱
預
状
」
で
あ
る
が
、
同
じ
時
期
天
龍
寺
も

　ロ
　

火
災
後
の
再
建
の
最
中
で
あ

っ
た
。
そ
の
天
龍
寺
の
再
建
の
責
任
者

の
修
造
都
管
か
ら
柱
を
預
か

っ
て
い
る
と
い
う
預
状
で
あ
る
。
例
え

ば
、
『南
文
」
上

の

一
二
八
号
文
書

「相
国
寺
都
聞
等
察

・
修
造
司

梵
忠
等
連
署
借
用
状
」
が
参
考
に
な
る
。

こ
の
借
用
状
は
、
応
永
三

十
二
年
八
月
十
四
日
に
火
災
で
焼
失
し
た
相
国
寺
か
ら
、
南
禅
寺
修

造
司
禅
師
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
輪
蔵
建
造
の
為

の
材
木
借
用
の
申
し

込
み
で
あ
る
。
こ
の
借
用
状
で
相
国
寺
側
は
七
本

の
巨
材
を
容
易
に

調
達
し
て
い
る
。
こ
の
借
用
状
に

「為

上
意
、
借
用
申
柱
之
事
」

と
あ
る
の
で
、
足
利
義
持
の
命
令
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
各
五
山

同
士
の
修
造
の
協
力
が
あ

っ
た
点
を
指
摘
で
き
る
。

以
上
、
「
南
禅
寺
都
聞
清
純
造
営
方
文
書
渡
状
」

か
ら
い
ろ
い
ろ

述
べ
て
み
た
。
貞
治
五
年
か
ら
の
南
禅
寺
修
造
の
主
要
財
源
は
棟
別

銭
に
あ

っ
た
。
こ
の
他

に
も
、
『
太
平
記
』

巻
二
十
四
に
記
述
が
あ
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る

"応
安
の
傲
訴
事
件
"

の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
南
禅
寺
三
門
関
所

も
重
要
な
財
源
の

一
つ
で
あ
る
。

南
禅
寺
修
造
財
源
に

つ
い
て
ま
と
め
る
。
棟
別
銭

・
関
銭
に
し
て

も
幕
府

の
強
力
な
権
力
の
も
と
で
の
財
源
確
保
策

で
あ
る
。
次
に
示

す
文
書
が
そ
の
辺
の
事
情
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　め
し

氏
名
未
詳
注
進
状

　　

ミ

む
　

「
自
尼
崎
、
注
進

永
和
元
年

・
七

∴
二
」

態
飛
脚
以
申
入
候
、

抑
御
材
木
神
崎
関
所
候
か
、
去
年
御
教
書
付
候
庭

二
、
此
文
語

ハ
自
作
州
材
木
と
候
、
此
御
材
木

ハ
四
国
方
之
御
材
木
候
問
、

不
被
通
申
之
由
申
候
、
先
立
応
安
四
年
御
教
書

二
、
自
西
国
材

木

無
其
煩
通
申
候
間
、
罷
通
候

へ
き
由
申
候

へ
と
も
、
先
立
御

教
書

ハ
不
被
用
之
由
、
関
所
擁
共
申
候
程

二
無
力
候
て
、
注
進

申

入
候
、
勿
々
二
公
方
御
教
書
可
有
御
申
候
、

一
日
も
逗
留
難

儀
候
、
南
方
関
所
も
此
問
三
ケ
所
移
出
候
由
申
候
、
先
よ
り
も

関
所
共
高
直
口
申
候
て
、

一
関
分

二
四
貫
文
宛
国
船
方
請
取
候
、

一
両
日
間
善
重
可
罷
上
候
由
申
候
之
間
、
定
委
細
可
申
入
候
、

恐
憧
敬
白
、

ロモ
ロ

ロ
月
二
日

(草
名
)
(花
押
)

進
上

南
禅
寺
都
聞
禅
師

こ
の
注
進
状
は
南
禅
寺
材
木
が
摂
津
神
崎

の
関
所
に
運
送
さ
れ
た

時
に
発
生
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
某
が
南
禅
寺
都
聞
に
報
告
し
た
内
容
で

あ
る
。
端
裏
書
に
よ
れ
ば
、
永
和
元
年

(
=
二
七
五
)
七
月
二
日
に

注
進
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
は
御
教
書
の
文
言
を

め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
関
所
側
の
主
張
で
は
、
今
運
送
さ
れ
て
き
た

材
木
は

「
四
国
方
之
御
材
木
」
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
運
送
側
が
示

し
た

「
去
年
御
教
書
」
に
は

「自
作
州
」
と
あ
り
、
そ
れ
で
は
産
出

地
が
違
う
た
め
無
効
だ
、
と
い
う
。
そ
こ
で
、
運
送
側
は

「応
安
四

年
御
教
書
」
を
示
し
た
が
、

こ
の
場
合
は

「
自
西
国
」
と
あ
る
が

「先
立
御
教
書
」
な
の
で
無
効
だ
、
と
い
う
。
そ
こ
で
、
材
木

の
運

送
を
担
当
し
て
い
る
某
は
南
禅
寺
都
聞
禅
師

に
対
し
、
「
勿
々

二
公

方
御
教
書
」
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し

て
い
る
。

こ
の
要
請
を

受
け
、
そ
の
翌
日
七
月
四
日
付
で

「
室
町
将

軍
家
御
教
書
」
が
出
さ

　
り

　

れ
た
。
こ
の
将
軍
家
御
教
書
に
は
、
「南
禅
寺
材
木
、
自
四
国
所
運

上
也
、
南
都
進
止
関
々
無
煩
、
可
被
勘
過
状
」
と
あ
り
、
先
ほ
ど
の

注
進
状
に
対
応
し
て
、
材
木
の
産
出
地
と
南
都
の
関
所
の
通
過
を
明

記
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
注
進
状
が
神
崎
関
所
か
ら
南
禅
寺
都

聞
禅
師
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
、
将
軍
家
御
教
書
が
発
給
さ
れ
る
ま

で
二
日
し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
七
月
五
日
に
は
神
崎
関

所
に
着
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
強
力
な
幕
府
権
力
の
元
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で
南
禅
寺
修
造
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

2
、

円
覚
寺
の
修
造
事
業
と
そ
の
財
源

鎌
倉

五
山

の
円
覚
寺
が

「失
火
」

に
よ
り

「円
覚
回
禄
」
と
な

っ

　　
　

た
の
は
応
安
七
年

(
一
三
七
四
)
十

一
月
二
十
三
日
で
あ
る
。
そ
の

　の
　

復
興

の
完
成
に

つ
い
て

「
絶
海
中
津
書
状
」

〔神
五
二
〇
八
〕

に

「
貴
札
喜
拝
見
候
了
、
抑
貴
寺
復
全
盛
之
時
候
由
承
候
、
千
万
目
出

喜
存
候
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
絶
海
が
応
永
五
年

(
一
三
九
八
)
閏

四
月
二
十
五
日
に
円
覚
寺
都
聞
禅
師

に
あ
て
た
書
状
で
あ
る
。

『
円

覚
寺
史
」
等

に
、
応
安
七
年

の
火
災

の
復
興
完
成
時
期
が
明
記
さ
れ

て
い
な

い
の
で
、

こ
の
絶
海

の
書
状
を
も

っ
て
応
永
五
年
閏
四
月
と

し
た
い
。

以
上
、
文
献

に
よ
れ
ば

「失
火
」

に
よ
る

「
回
禄
」
か
ら

「
復
全

盛
之
時
」
ま
で
は
お
よ
そ
二
十
四
年
間
で
あ
る
。
こ
の
二
十
四
年
間

の
伽
藍
修
造

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
伽
藍
修
造
の
経
過
に
つ
い
て
は

　の
　

『
日
工
集
」
と

『円
覚
寺
文
書
」
に
よ
り
ほ
ぼ
把
握
で
き
る
。

さ
て
、
『
日
工
集
』
の
伽
藍
修
造
に
関
す
る
記
事
は
、
永
和
五
年

(
一
三
七
九
)
六
月

一
日
ま
で
あ
る
。
そ
の
後
義
堂
は
鎌
倉
を
離
れ

上
洛
し

て
い
る
。
根
本
史
料
は

『
日
工
集
』

の
応
安
七
年
か
ら
五
年

間
分
の
記
事
と

『円
覚
寺
文
書
』

で
あ
る
。
火
事
の
原
因
は
五
山
派

　ほ
　

教
団
内
の
派
閥
の
対
立
か
ら
の
放
火
で
あ

っ
た
。
義
堂
は
当
時
の
五

　　
　

山
派
教
団
に
つ
い
て
興
味
深
い
発
言
を
し
て
い
る
。

余
不
覚
泪
下
。
因
説
宗
門
興
衰
在
乎
得
人
之
賢
否
。
而
不
在
屋

宇
壮
麗
。
今
時
往
々
不
務
得
人
材
。
而
専
務
土
木
之
事
。
是
乃

般
若
叢
林
所
以
致
寂
蓼
也
。

と
あ
る
。
義
堂
は
こ
の
他
に
も
当
時
の
五
山
派
教
団
の
弊
害
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
発
言
に
あ
る
よ
う
に
当
時
の

「土
木

之
事
」
に
よ
る
五
山
派
教
団
の
伸
張
に
対
し

て
、
そ
の
批
判
を
告
白

し
た
が
、
そ
の
後
円
覚
寺
再
建
の
中
心
人
物

と
し
て
深
く

「土
木
之

事
」
に
関
与
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

義
堂
は
火
事
の
翌
日
に
鎌
倉
公
方
足
利
氏
満
と
対
話
し
、
円
覚
寺

へあ
　

再
建
案
を
提
示
し
た
。

余
白
日
。
先
年
天
龍
寺
爆
儘
之
后
。
尊
氏
将
軍
打
販
干
田
地
。

以
助
修
造
。
円
覚
回
禄
。
今
府
君
挙
其
例
則
可
也
。
府
君
肯
之
。

と
あ
る
。
そ
の
四
日
後
に
氏
満
は
円
覚
寺
を
訪
れ
、
住
持
を
慰
問
し

田
地
の
寄
進
を
約
束
し
た
。
そ
の
結
果
、
翌
応
安
八
年
二
月
十
ヒ
日

に
は
駿
河
国
佐
野
郷
が
円
覚
寺
に
寄
進
さ
れ
た

(『
日
工
集
』
)
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
寄
進
の
お
よ
そ

一
ヵ
月
後
に
は
佐
野
郷
を
め
ぐ

っ
て

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
。
大
高
伊
豫
入
道
法
智
家
人
等
の
為
に

下
地
が
円
滑
に
円
覚
寺
の
雑
掌
に
渡

っ
て
い
な
い

〔神
四
七
四

一
〕
。
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こ
の
佐
野
郷
の
他
に
も
造
営
料
所
と
し
て
常
陸
国
小
河
郷
が
三
年
間

寄
進
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

『
日
工
集
」
の
永
和
二
年

(
一
三
七
六
)

十
月
二
十
八
日
の
条
に
、

是
日
奉
行
依
田
。
出
造
営
料
所
公
文
。
廼
常
州
小
河
郷
也
。
余

往
円
覚
。
会
評
定
衆
於
都
聞
寮
。
而
示
公
文
。

と
あ
る
。

こ
こ
に
あ
る

「造
営
料
所
公
文
」
を
受
け
て

「関
東
管
領

上
杉
能
憲
奉
書
」
が
出
さ
れ
た

〔神
四
七
七
三
〕
。
と

こ
ろ
が
、

こ

の
計
画

に
も
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
。
永
和
三
年

(
一
三
七
七
)

四
月
f
六
日
の

「関
東
管
領
上
杉
能
憲
奉
書
」

〔神

四
七
八

一
〕

に

よ
れ
ば
、
益
戸
常
陸
入
道
行
政
な
る
者
が

圃了
細
」
を
申
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
同
年
五
月
十
八
日
に
円
覚
寺
雑
掌
妙
識
に
ド
地
が
渡

っ
た

が
、
五
月
二
十
日
に
は
入
部
し
た
雑
掌
妙
識
が
下
地
か
ら
追
い
出
さ

れ
る
と

い
う
事
件
と
な

っ
た

〔神
四
七
八
三
〕
。
駿
河
国
佐
野
郷
と

同
様
に
常
陸
国
小
河
郷
で
も
下
地
の
経
営
の
困
難
さ
を
よ
く
示
し
て

い
る
。
「造
営
料
所
」
の
寄
進
に
よ
る
修
造
財
源

の
確
保
策
は
有
効

な
手
段

で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
こ
の
状
況
で
修
造
財
源
確
保
の
有
効
な
手
段
は
他
に
な
い

の
で
あ

ろ
う
か
。
『
日
丁
集
」
永
和
二
年
八
月
五
日
条

の
義
堂

の
修

造
事
業

へ
の
提
案
は
興
味
深
い
。

余
日
凡
今
時
化
縁
最
難
。
又
官
家
命
国
中
大
名
助
縁
。
亦
恐
難

成
来
壱
十
月
仏
殿
五
柱
。
而

一
両
年
不
終
功
。
則
柱
為
風
雨
残

朽
。
不
如
不
立
柱
也
。
若
夫
官
家
創
法
。
限
三
年
以
十
州
管
内

関
税
棟
別
。
及
鎌
倉
中
諸
課
役
等
充
之
。
暫
停
官
寺
社
土
木
事

則
雛
不
十
成
。
其
功
略
畢
。
不
然
則
必
難
　
。

こ
の
義
堂
の
提
案
が
そ
の
後
の
鎌
倉
府

に
よ
る
円
覚
寺
修
造
事
業

の
基
本
方
針
と
な

っ
た
。
関
税

・
棟
別
銭

・
諸
課
役
を
修
造
の
主
要

な
財
源
と
し
、
他
の
寺
社
の
工
事
を
中
断
さ
せ
る
と
い
う
方
針
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
円
覚
寺
の
寺
領
収
入
に
つ
い
て
も
義
堂
は
次
の
よ
う

な
運
用
法
を
講
じ
る
こ
と
を
氏
満
に
勧
め
た
。

寺
家
田
地
分
為
二
。
日
常
住
。
日
造
営
。
各
別
施
行
。
則
内
無

互
用
之
。
免
嫌
疑
之
謂
云
々
。

こ
の
よ
う
に
、
円
覚
寺
の
寺
領
収
入
を
そ
れ
ぞ
れ
常
住
用
と
造
営

用
に
分
け
、
修
造
資
金
を
得
よ
う
と
し
た
。

(
そ
の
割
合
は
未
詳
)

以
上
の
よ
う
な
義
堂
の
修
造
に
関
す
る
ア
イ
デ
ア
は
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
特
別
に
そ
の
才
能
が
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
五
山
派
教
団
内

で
は
こ
の
程
度
の
知
識

は
特
別
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
。
私
は
義
堂
の
こ
の
記
述

か
ら
当
時
の
五
山
派
教
団
の
中
枢
人
物

の
伽
藍
修
造
に
関
す
る
基
本

方
針
を
確
認

で
き
る
。
五
山
派
教
団
が
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か

け
て
隆
盛
す
る
要
因
の
ひ
と

つ
が
、
五
山
禅
僧
が
伽
藍
修
造
に
対
し
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当
時
の
社
会
状
況
に
適
応
し
た
対
処
法
を
知
識
と
し
て
い
た
点
で
あ

る
。
五
山
派
教
団
の
中
枢
人
物
の
認
識
が
こ
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
か
ら
、

禅
院
機
構

の
伽
藍
修
造
機
能
を
担
う
東
班
衆
は
更
に
有
効
的
な
方
法

を
実
践

し
、
伽
藍
修
造

に
活
躍
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
円
覚
寺
修
造
の
主
要
財
源
で
あ
る
棟
別
銭
に
つ
い
て
具
体

的
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
『
日
工
集
』
永
和
二
年
八
月
晦
日
の
条

に

は
、

円
覚
奉
行
壼
岐
弾
正
至
。
出
棟
別
七
州
公
文
。

と
あ
り
、
鎌
倉
府
管
内
の
ヒ
ケ
国
に
棟
別
銭
が
賦
課
さ
れ
た
。
『
円

覚
寺
文
書
』

で
確
認
で
き
る
の
は
、
安
房
、
上
総
、
上
野
、
ド
野
、

相
模
、
常
陸

の
六
ケ
国
で
あ
る
。
こ
の
棟
別
銭
公
文
は
同
年
九
月
二

十
四
日
に

一
斉

に
出
さ
れ
た

(第

一
次
棟
別
銭
)
。
例
え
ば
、
安
房

国

へ
は
、

関
東
管
領
上
杉
能
憲
奉
書

安
房
国
棟
別
銭
貨
拾
文
事
、
所
被
付
円
覚
寺
造
営
要
脚
也
、
早

相
副
守
護
使
於
大
勧
進
雑
掌
、
不
論
寺
社
本
所
領
、
不
除
地
頭

堀
内
平
均
可
被
致
其
沙
汰
、
且
寄
事
於
左
右
、
不
可
被
致
狼
籍

之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

永
和
二
年
九
月
廿
四
日

沙
彌

(花
押
)

結
城
中
務
大
輔
入
道
殿

と
い
う
旦
ハ合
に
、
「
寺
社
本
所
領
」
も

「地
頭

堀
内
」

も
賦
課

の
対

象
と
す
る
厳
重
な
内
容
で
あ
る

〔神
四
七
六
三
〕
。
棟
別
銭
は
そ
の

後
も
次
々
と
鎌
倉
府
管
内
の
諸
国
に
賦
課
さ
れ
た
。
至
徳
元
年

(
一

三
八
四
)
六
月
二
十
五
日
付
で

「円
覚
寺
山
門
方
丈
等
造
営
要
脚
」

と
し
て
、
相
模
、
安
房
、
上
総
、
下
総
、
F
野
の
五
ケ
国
に
棟
別
銭

一
疋
が
賦
課
さ
れ
た

(第
二
次
棟
別
銭
)
〔
神
四
九
四
九
～
四
九
五

三
〕。
そ
の
後
、
至
徳
二
年

(
一
三
八
五
)

三
月
ニ
レ
五
日
付

で
甲

斐
、
武
蔵
、
常
陸
の
三
ケ
国
に
棟
別
銭

一
疋
が
賦
課
さ
れ
た

(第
一..

次
棟
別
銭
)
〔神
四
九
八
四
～
四
九
八
六
〕
。

以
上
、
円
覚
寺
の
修
造
財
源
と
し
て
棟
別
銭
が
三
回
に
わ
け
て
鎌

倉
府
管
内
の
諸
国
に
賦
課
さ
れ
た
。
そ
の
諸
国
と
は
伊
豆
を
除
く
関

東
九
ケ
国
で
あ
る
。
そ
の
徴
収
の
方
針
は

馴
云

一
族
知
行
分
、
云
他

人
分
類
、
雛
為
地
頭
堀
内

・
寺
社
所
領
、
加
催
促
、
可
致
平
均
之
沙

汰
」
〔神
四
七
八
三
〕
と
い
う
厳
重
な
徴
収

で
あ

っ
た
。

な
お
、
修

造
財
源
の
棟
別
銭
は
鎌
倉
府
管
内
の
諸
国
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
時
点
で
は
円
覚
寺
は
鎌
倉
府
直
轄

の
官
寺

で
あ
る
と
い
え

る
。次

に
、
関
銭
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
よ
う
。
関
銭
が
重
要
な
修
造

財
源
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
示
し
た
義
堂

の
提
案
に
も
あ
る

(『
日

工
集
」
永
和
二
年
八
月
五
日
の
条
)。
そ
の
後
、
永
和
二
年
十
月

二
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十
八
日
付
で
筥
根
山
別
当
関
所
が

「円
覚
寺
造
営
要
脚
」
と
し
て
三

年
間
寄
せ
ら
れ
た

〔神
四
七
六
九
〕
。
そ
の
後
、
円
覚
寺
仏
殿

の
完

成
し
た

『
日
工
集
』
永
和
五
年
十
二
月
十
八
日
の
条
に
は
、

関
税
最
急
不
可
放
過
。
今
年
重
下
公
接
。
則
幸
甚
。
府
君
諾
之
。

と
あ
る
。
こ
の
義
堂
の
発
言
に
対
応
し
て
、
翌
康
暦
二
年

(
一
三
八

〇
)
六
月
八
日
に

「
関
東
公
方
足
利
氏
満
御
教
書
」

が
出
さ
れ
た

〔神
四
八
四
六
〕。
こ
の
関
所
も
三
ケ
年

の
期
限
付

で
円
覚
寺

に
寄
付

さ
れ
た
。

以
L
、
検
討
し
た
関
銭
の
他
に
も

「鎌
倉
中
課
役
」
と
し
て
永
和

二
年
長

二
月
十
九
日
付

で

「鎌
倉
中
間
別
銭
」
が
賦
課
さ
れ
た

〔神

四
七
七
六
〕
。

3
、
南
北
朝
期
の
五
山
修
造
財
源
の
分
析

以
上
、
南
北
朝
期

の
南
禅
寺
と
円
覚
寺
の
そ
れ
ぞ
れ
の
修
造
事
業

を
取
り
上
げ
、
そ
の
修
造
財
源
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
下
、
両
寺

の
修
造
財
源
の
共
通
点
を
ま
と
あ
る
。

①
造

営
料
所

"
円
覚
寺
の
場
合
は
駿
河
国
佐
野
郷

・
常
陸
国
小
河

郷
を
紹
介
し
た
。
南
禅
寺
に
お
い
て
も
造
営
料
所
の
寄
進
が
行
わ

れ
た

(『南
文
」
上
の
七
三
号
)
。
し
か
し
、
こ
の
寄
進
で
も
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
造
営
料
所
に
よ
る
修
造
財

源
の
確
保

に
は
困
難
が
あ
り
、
成
果
は
少
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

②
関
銭

・
棟
別
銭

・
諸
課
役

"
南
北
朝
期

に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を

主
要
な
財
源
と
し
て
五
山
派
禅
院
の
修
造
財
源
は
進
め
ら
れ
て
い

た
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
諸
財
源
は
、
将
軍
権
力
と
幕
府
機
構
に
頼

っ

た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
財
源
は
、
将
軍
権
力
が
比
較
的
強

固
な
南
北
朝
期
に
お
い
て
は
有
効
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
足
利
義

持
以
降
、
幕
政
内

で
の
将
軍
権
力
の
後
退

に
と
も
な

っ
て
五
山

の

修
造
財
源
も
ま
た
、
将
軍
権
力
に
依
存
し
た
方
策
を
転
換
せ
ざ
る

を
得
な
か

っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

③
そ
の
他

(寺
領
収
入
な
ど
)

"
南
禅
寺
、
円
覚
寺
と
も
に
修
造

事
業
開
始
に
と
も
な

っ
て
、
南
禅
寺
は

「左
弁
官
下
文

(
案
)
」

(『南
文
』
上
の

一
二
五
号
1
⑳
)
を
得
て
、
全
南
禅
寺
領
に
対
し

諸
役
の
免
除
を
受
け
、
円
覚
寺
も

「左
弁
官
下
文
」

〔神
四
七
九

二
〕
を
得
て
、
全
円
覚
寺
領

に
対
し
諸
役

の
免
除
を
認
可
さ
れ
て

い
る
。
寺
領
か
ら
の
収
入
を
少
し
で
も
確
保
し
、
修
造
財
源
を
確

保
す
る
為
の
措
置
と
い
え
る
。

二
、
相
国
寺

の
修
造
事
業

先
に
南
北
朝
期
に
お
け
る
五
山
派
禅
院

の
修
造
事
業
の
財
源
を
南

10



禅
寺
と
円
覚
寺
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
で
は
、
そ
れ
以
降
は
ど
の
よ

う
な
財
源
を
主
流
と
し
て
五
山
派
禅
院
は
修
造
さ
れ
た
の
か
を
考
察

す
る
。
本
節
で
は
、
足
利
義
満

に
よ

っ
て
創
建
さ
れ
た
相
国
寺
の
修

造
事
業
を
対
象
と
す
る
。
考
察

の
時
期
は
応
永
三
十
二
年

(
一
四
二

五
)
か
ら
嘉
吉
元
年

(
一
四
四

一
)
ま
で
の
十
七
年
間
で
あ
る
。
こ

の
相
国
寺
修
造
事
業
は
前
節
の
南
禅
寺
や
円
覚
寺

の
場
合
と
修
造
財

源
が
か
な
り
異
な
る
。
ま
ず
、
こ
の
時
期
か
ら
五
山
派
禅
院

の
修
造

財
源
と
し
て
登
場
し
て
く
る

「修
造
坐
公
文
」
に

つ
い
て
述
べ
る
。

そ
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
従
来
明
確
に
な

っ
て
い
な
い
の
で
、
坐
公

文
と
関
連
し
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
次
に
、
具
体
的
に
相
国
寺

の
修
造
事
業
を
取
り
上
げ
、
そ
の
財
源
に

つ
い
て
述
べ
る
。
最
後
に
、

南
北
朝
期
と
室
町
期
に
お
け
る
五
山
派
禅
院
の
修
造
財
源
の
相
違
と

そ
の
変
化
の
背
景
に
つ
い
て
も
私
見
を
述

べ
て
み
た
い
。

1
、
修
造
坐
公
文
の
発
生

室
町
幕
府
は
五
山
派
官
寺
の
新
住
持
に
、
室
町
将
軍
家
の
御
判
御

教
書
を
発
給
し
住
持
任
命
書
と
し
た
。
こ
れ
を
公
文

(公
帖
)
と
い

う
。
公
文
を
得
た
新
住
持
は
そ
の
礼
と
し
て
、
公
文
銭
と
い
う
官
銭

を
幕
府

に
納
め
る
。
室
町
期
以
降
、
五
山
派
官
寺
の
住
持
任
命
権
は

将
軍
家

の
独
占
と
な
り
、
そ
の
官
銭
収
入
は
幕
府
財
政
と
直
結
し
て

　め
　

い
た
こ
と
が
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

公
文
に
は
入
寺
公
文
と
坐
公
文

(居
成
公
文
)
が
あ
る
。
坐
公
文

に
は
二
種
あ
り
、

一
種
を
官
銭
成
の
坐
公
文

と
い
い
、
も
う

一
種
を

　り
　

功
徳
成
の
坐
公
文
と
い
う
。
こ
の
二
種
の
う
ち
直
接
、
禅
院
の
修
造

費
と
な
る
の
は
功
徳
成
の
坐
公
文
で
あ
る
。
官
銭
成
の
坐
公
文
の
場

合
、
そ
の
官
銭
は
直
接
修
造
対
象
の
禅
院
に
納
め
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、

一
旦

「
蔭
涼
軒
御
倉
」
に
納
め
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
修
造
の
必

要
な
禅
院

へ
修
造
費
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

坐
公
文
そ
の
も
の
の
出
現
は
足
利
義
満
の
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
。
義

　　
　

満
の
頃
は
坐
公
文
は
目
立

っ
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
足
利
義

持
晩
年
の
頃
か
ら
坐
公
文
が
顕
著
に
な

っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
相
国

寺
で
は
、
応
永
二
十
五
年

(
一
四

一
八
)
二
月
十
八
日
に
坐
公
文
を

領
し
た
二
十
六
世
盛
元
梵
皐
が
坐
公
文
住
持

の
濫
膓
で
あ
る
。
そ
の

後
の
相
国
寺

で
は
、
嘉
吉
の
乱
ま
で
に
八
人

の
坐
公
文
住
持
を
確
認

　　
　

で
き
る
。
そ
の
う
ち
義
教
の
将
軍
の
期
間
中

は
三
人
に
坐
公
文
が
出

さ
れ
た
。
嘉
吉

の
乱
以
降
、
応
仁
の
乱
ま
で
に
八
人
の
坐
公
文
住
持

　　
　

を
確
認
で
き
る
。

さ
て
、
坐
公
文
が
出
さ
れ
る
理
由
は
種
々
あ
る
。
そ
の
発
生
当
初

は
官
銭
収
入
を
目
的
と
は
し
て
お
ら
ず
、
幕
府
政
策
と
の
関
わ
り
か

　わ
　

ら
発
給
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
寺
院
の
修
造
費
調
達
を
目
的
と
し
て
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出
さ
れ
た
坐
公
文

の
濫
膓
は
義
教
の
時
期
だ
と
考
え
る
。
そ
の
坐
公

文
を
、
特

に

「
修
造
坐
公
文
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
修
造
坐
公
文

と
は
幕
府
が
寺
院
の
修
造
費
を
賄
う
目
的
で
出
す
売
公
文
で
あ
る
。

幕
府
側

も

「
寺
家
修
造
の
為
」
と
そ
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

義
教
は
修
造
坐
公
文
に
つ
い
て
あ
る
時
期
ま
で
は
、
あ
る
程
度
の
制

限
を
設
け
て
い
た
と
考
え
る
。
以
ド
、
『蔭
涼
軒
日
録
」

か
ら
公
文

の
発
給

状
況
を
取
り
L
げ
、
修
造
坐
公
文
の
発
生
時
期
を
明
確
に
し

た
睡
。

ま
た
、
坐
公
文
乱
発
の
兆
候
に
つ
い
て
も
探

っ
て
み
た
い
。

永
享
七
年

(
一
四
て
.五
)
六
月

一
日
か
ら
嘉
吉
元
年
ヒ
月
六
日
ま

で
の
公
文
発
給
状
況
を
調
べ
、
寺
格
ご
と
に
分
類
し
た
。

〔表
参
照
〕

[五
山
之
上
」

の
南
禅
寺

に
は
年
間

一
通
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
「
五

山
」
以
下
は
多
少
発
給
数
に
変
動
が
あ
る
も
の
の
、

こ
の
公
文
数
か

ら
推
測
す
れ
ば
、
幕
府
の
官
銭
収
入
は
年
間
約
互
自
貫
文
程
度
で
あ

っ

　
ぶ

レ

た
と
思
う
。

永
享
七
年
八
月
二
卜
五
日
か
ら
永
享
九
年

(
一
四

二
七
)
二
月
.
、

十
八
日
に
か
け
て
、
蓮
華
王
院
の
本
堂

(ご
.L⊥
二
間
堂
)
修
理
の
為

に
坐
公
文
が
出
さ
れ
た
。
発
給
名
目
の
禅
院
は
建
長
寺
、
円
覚
寺
、

寿
福
寺
、
浄
智
寺
、
浄
妙
寺
、
聖
福
寺
、
天
福
寺
、
補
陀
寺
、
広
厳

寺
で
あ
り
、
そ
の
修
造
坐
公
文
の
総
数
は
百
五
卜
四
通
分
あ
る
。
そ

の
官
銭

は
約
二
千
貫
文
で
あ

っ
た
と
推
測
す
る
。
ま
た
、
修
造
坐
公

〈 表〉 公文発給状況 表(永 享7年6月1日 ～嘉吉1年7月6日)

「く=て＼ 縮

年号 ＼＼＼
五Lh之 一ヒ 京細 隔 。」十刹 諸山 総計]

永 享7(1435)
オ
Oi51

1
9 10 251

永 享8(1436) 114 2 16 17 40

永 享9(1437) 1 3 0 14 16 34

永 享10(1438) 1 5 1 7 41 55

永 享11(1439) 1 2 十5 12 27 47

永 享12(1440)

一
114L 1 7 23 36

嘉 吉1(1441) 0

i

O 0 U 16 16

累計(7年 分) 5 23 10

1
65い5・ 253

1

(注)こ の表 は 「蔭涼軒 日録』 をもとに入 寺公文のみの発給数 を示 した。 よ って

坐公文 は除 いた。永 享7年 と嘉 吉1年 にっ いて は半年間 での 発給 数で あ る

ので注意 を要す る。

 

文
で
は
な
い
が
、
永
享
卜

一
年

(
一
四
三

九
)
七
月
二
十
四
日
に

圃蔵
経
坐
公
文
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
諸
五
山
僧
衆

に
命
じ
て
大

蔵
経
を
書
写
さ
せ
る
費
用
捻
出

の
為
の
坐
公
文
で
あ
る
。
そ
の
官
銭

は
約
百
十
貫
文
で
あ

っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
の
場
合
の
発
給
名
目
禅
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院
は
円
覚
寺
、
寿
福
寺
、
浄
妙
寺
、
聖
福
寺
、
広
厳
寺
と
三
十
三
間

堂

の
場
合
と
重
な
る
。
す
な
わ
ち
、
坐
公
文

の
発
給

の
禅
院
が
鎌
倉

五
山
、
長
刹
の
聖
福
寺

(筑
前
)
、
諸
山
の
補
陀
寺

(阿
波
)

・
広

厳
寺

(
播
磨
)

・
天
福
寺

(美
濃
)
と
い
う
枠
内
で
の
発
給
で
あ
る
。

五
山
派
禅
院
の
修
造
に
官
銭
が
関
わ

っ
て
く
る
事
例
を
み
て
い
こ

う
。
ま
ず
、
永
享
九
年
二
月
二
十
八
日
の
条

に
は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

勢
州
神
応
寺
新
命
。
良
存
首
座
。
為
万
寿
寺
造
営
坐
公
文
事
伺

之
不
許
。
(傍
点
は
筆
者
)

と
あ
る
。
万
寿
寺
修
造
の
た
め
の
伊
勢
神
応
寺

の
坐
公
文
は
、
許
可

さ
れ
な
か

っ
た
。
な
お
、
万
寿
寺
は
永
享
六
年

(
一
四
三
四
)
二
月

　　
　

卜
四
日
に

「寺
内
悉
焼
失
」
と
な

っ
た
。
次

に
、
永
享
十

一
年
十

一

月
六
日
に
足
利
義
教
が
建
仁
寺
に
参
詣
し
た
際
に
、

　

　

　

　

　

　

建
仁
寺
御
成
。
為
寺
家
造
営
官
銭
之
事
被
許
之
。
蓋
有
先
規
也
。

(
傍
点
は
筆
者
)

と
あ
る
。
お
そ
ら
く
公
文
の
官
銭
が
建
仁
寺
の
修
造
財
源
と
な

っ
た

一
例
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で

「先
規
」
と
あ
る
の
で
、
以
前
建
仁
寺
の

修
造
で
官
銭
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。
な
お
、

建
仁
寺
が
焼
失
し
た
の
は
永
享
七
年
十

一
月
二
十
九
日
で
あ
る
。
た

だ
し
、

こ
の
火
災

の
被
害
は
塔
頭

で
、
七
堂
伽
藍
は
無
事
で
あ

っ
た

　お
　

ら

し

い

。

『
蔭
涼
軒
日
録
』
か
ら
拾
え
る
義
教
が
将

軍
の
期
間
中
の
修
造
坐

公
文
の
記
事
は
上
記
に
示
し
た
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
『蔭
涼
軒

日

録
』
の
記
録
以
前
の
永
享
元
年
か
ら
の
七
年
間
分
は
十
分
な
把
握
が

困
難
で
あ
る
た
め
、
断
言
は
難
し
い
が
、
私
見
を
述

べ
て
み
た
い
。

永
享
七
年
八
月
に
は
す
で
に
三
十
、・.間
堂
修
造

の
坐
公
文
を
多
数
発

給
し
て
い
る
。
発
給
名
目
の
禅
院
に

一
定
の
枠
が
あ
る
点
を
考
え
れ

ば
、
幕
府
と
五
山
教
団
と
の
協
議
の
上
で
修
造
坐
公
文
が
発
給
さ
れ

て
い
た
思
わ
れ
る
。
幕
府
に
よ
り
全
く
不
規
則
に
そ
れ
ら
の
禅
院
が

選
択
さ
れ
た
場
合
、
お
そ
ら
く
五
山
側
か
ら
苦
情
が
出
さ
れ
て
い
た

だ
ろ
う
。
三
十
二
、間
堂
の
修
造
坐
公
文
は
幕
府
と
五
山
側
の
協
議
の

上
で
制
限
さ
れ
発
給
さ
れ
た
坐
公
文
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
状

況
も
ま
た
変
化
す
る
。
永
享
L⊥

年
九
月
二
十
七
日
の
条
に

「坐
公

文
廿
二
通
。
御
判
出
　
。
」、
永
享
十
二
年

(
一
四
四
〇
)
六
月
卜
二

口
の
条
に

[坐
公
文
御
判
十
四
通
。」
、
同
年
七
月
六
日
の
条

に

「坐

公
文
十
通
被
遊
御
判
。
」
と
い
う
使
途
不
明

の
坐
公
文
四
↑
六
通
が

出
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
入
寺
公
文
は
当
然
、
坐
公
文
に
つ
い
て
も
発

給
禅
院
と
新
住
持
候
補
者
名
と
そ
の
使
途
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
四
十
六
通
に
限

っ
て
は
全
く

そ
れ
ら
が
記
さ
れ
て
い

な
い
。
四
十
六
通
全

て
が
諸
山
格
の
禅
院
に
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
官
銭
の
総
額
は
約
四
百
六
十
貫
文
に
も
な
り
、
こ
の
額
は
入
寺
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公
文
の
官
銭
の

一
年
分
に
相
当
す
る
。

こ
れ
を
受
け
て
五
山
側
は
、

永
享
十

二
年
九
月
六
日
の
条
に
、

坐
公
文
不
好
之
由
。
以
諸
老
評
白
之
。
故
被
略
之
。

と
、
蔭
涼
軒
に
苦
情
を
述
べ
た
。
お
そ
ら
く
五
山
側
に
は
全
く
知
ら

さ
れ
て
い
な
い
坐
公
文
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
将
軍
義
教
と
蔭
涼

軒
主
季
項

に
よ
り
、
非
公
開
で
発
給
さ
れ
た
坐
公
文
で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
五
山
側
に
混
乱
が
生
じ
、
蔭
涼
軒
に
訴
え
る

所
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
四
十
六
通
の
坐
公
文
の
発
給
が

そ
の
後

の
官
銭
収
入
を
目
的
と
し
た
坐
公
文
の
乱
発
の
濫
膓
で
あ
る

と
考
え
る
。

2
、
相
国
寺
修
造
の
概
要
と
そ
の
財
源

応
永
三
十
二
年
か
ら
嘉
吉
元
年
ま
で
の
相
国
寺
修
造
事
業
を
取
り

上
げ
、

そ
の
修
造
財
源
を
明
確

に
し
た
い
。
参
考
に

『蔭
涼
軒
日
録
」

等
の
古
記
録
を
中
心
に
修
造
略
年
表
を
作
成
し
た
。

〔年
表
参
照
〕

そ
れ
で
は
、
応
永
三
十
二
年
の
火
災
と
修
造
事
業

の
概
要

に
つ
い
て

述
べ
て
み
た
い
。
な
お
、
火
災
に
関
す
る
記
事
は

『師
郷
記
」
、
『
看

　め
　

　め
　

聞
御
記
』、
『満
済
准
后
日
記
」
、
『薩
戒
記
」
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。

こ

れ
ら
の
古
記
録
の
記
事
の
内
容
は
多
少
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
。
特
に

『薩
戒
記
』
の
記
事
は
、
風
説

で
は
な
く
自
ら

の
体
験
を
基
に
記
し
て
い
る
の
で
信
頼
度
が
高
い
。

応
永
三
十
二
年
八
月
十
四
日
の
未
刻
始

に
相
国
寺
塔
頭
乾
徳
院

(観
中
中
諦
の
塔
頭
、
後
の
普
広
院
)
か
ら
出
火
し
た
。
折
か
ら
の

強
風
で
火
の
粉
は
数
町
先
ま
で
飛
火
し
、
相
国
寺
内
の
塔
頭
常
徳
院
、

雲
頂
院
、
鹿
苑
院
、
玉
龍
院

へ
次
々
と
燃
え
広
が

っ
た
。
さ
ら
に
そ

の
火
は
相
国
寺
僧
堂
に
移
り
、
僧
堂
か
ら
総
門
、
方
丈
、
法
堂
、
仏

殿
、
山
門
、
風
櫨
、
鎮
守
八
幡
宮
、
法
界
門

に
い
た
る
ま
で
、
七
堂

伽
藍
を
悉
く
焼
失
し
た
。
火
災
は
酉
刻
終
に
な
り
よ
う
や
く
鎮
火
し

た
。
わ
ず
か
に
六
塔
頭

(勝
定
院
、
大
徳
院
、
大
智
院
、
大
幡
院
、

崇
寿
院
、
慧
林
院
)、
輪
蔵
、
大
塔
が
無
事

で
あ

っ
た
。

こ
の
火
災

は
応
永
元
年
以
来
、
義
満

・
義
持

・
義
量
三
代
に
わ
た
っ
て
再
建
さ

れ
た
七
堂
伽
藍
及
び
塔
頭
を
ほ
ぼ
焼
き
尽
く
し
て
し
ま

っ
た
。
三
人

　　
　

の
僧
と
二
人
の
喝
食
が
焼
死
し
た
と
い
う
。
『薩
戒
記
」
に
は
、

抑
相
国
寺
者
。
鹿
苑
院
入
道
大
相
国
建
立
。
自
口
年
草
創
之
庭

応
永
元
年
之
焼
亡
。
其
後
又
造
営
干
今
不
周
備
。
但
七
堂
悉
被

造
営
了
。
所
々
額
承
定
国
師
筆
也
。
此
寺
為
五
山
第

一
。
価
以

南
禅
寺
五
山
之
上
也
。
今
化

一
片
姻
。
可
惜
又
可
悲
。

　お
　

と

あ

る
。

な

お

、
火

災

の
原

因

に

つ
い

て

は
未

詳

で
あ

る
。

修

造

の

　れ
　

完
成
は

『
斉
藤
基
恒
日
記
』
の
嘉
吉
元
年
五
月
六
日
の
条

に
は
、

鹿
苑
院
殿
計
三
年
御
仏
事
、
真
蕊
蔵
主
諸
篇
申
沙
汰
也
、
相
国
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寺
修
造
事
終
也
、

と
あ
る
が
、
足
利
義
満
三
十
三
回
忌
は
永
享
十
二
年
五
月
六
日
が
正

確
で
、
『蔭
涼
軒
日
録
』

に
よ
れ
ば
、
仏
事
は

「
颯
経
衆

一
千
僧
供
」

で

一
万
五
千
貫
文
の
費
用
で
取
り
行
わ
れ
た
。
『
鹿
苑
日
録
』
三
の

　む
　

明
応
八
年

(
一
四
九
九
)
正
月
十
日
の
条
に
、

昔
三
LL
一.年
之
時
。
普
広
相
国
造
営
当
寺
。
夜
以
継
日
。
畢
其

r
莫
。

と
あ
り
、
ま
た
、
『蔭
涼
軒
日
録
』
の
嘉
吉
元
年

二
月
十
五
日
の
条

に
は
、山

門
f
境
名
。
書
而
献
之
。
十
境
名
日
祝
賛
堂
。
護
国
廟
。
円

通

閣
。
功
徳
池
。
大
寳
塔
。
洪
恩
音
楼
。
天
界
橋
。
龍
淵
水
。

般
若
林
。
荘
厳
域
。

と
、
相
国
寺
卜
境
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嘉
吉
元
年
ま
で
に
は

修
造
事
業
も
ほ
ぼ
終
わ
り
、
主
要
伽
藍
は
完
備
し
て
い
た
と
思
う
。

そ
の
再
建
さ
れ
た
伽
藍
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

『蔭
涼
軒
日
録
』
等

に
よ
り
再
建
が
確
認
で
き
る
伽
藍
は
、
仏
殿
、

方
丈
、
僧
堂
、
法
堂
、
法
界
門
、
総
門
、
鐘
楼
、
山
門
、
回
廊
、
鎮

守
宮
で
あ
る
。
ま
た
鹿
苑
院
や
蔭
涼
軒
も
再
建
さ
れ
て
い
る
。
他
の

塔
頭
も
再
建
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

①
仏
殿

日
応
永
三
十
二
年
十

一
月
三
日
に
立
柱
。
永
享
三
年
十

一

　れ
　

月
三
日
に
上
棟
。
永
享
八
年
に
仏
殿
両
尊
を
安
置
す
る
。
こ
の
時

点

で
仏
殿
と
し
て
完
全

に
体
裁
が
整

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
工

事
着
工
か
ら
十
年
後

で
あ
る
。

②
方
丈

"
応
永
三
十
二
年
十

一
月
二
十
二
日
に
は

「
相
国
寺
方
丈

開
」
と
最
も
は
や
く
完
成
し
た
。
こ
れ
は
、
仮
の
方
丈
で
、
永
享

九
年
二
月
十
五
日
に
改
造
の
命
令
が
義
教
か
ら
蔭
涼
軒
に
出
さ
れ

た
。

③
僧
堂

"
永
享
七
年
八
月
三
日
に
基
礎
が
造
ら
れ
、
同
月
十
五
日

に
立
柱
。
永
享
八
年
六
月
二
十
七
日
に

「僧
堂
開
」
と
な

っ
た
。

④
法
堂

"
永
享
九
年
四
月
二
十
日
に
立
柱
。
翌
十
年
四
月
二
日
に

「
開
新
法
堂
」
と
な
る
。
翌
十

一
年

一
月

十
九
日
に
法
堂

の
彩
色

に
つ
い
て
の
指
示
が
義
教
か
ら
蔭
涼
軒
に
出
さ
れ
て
い
る
。

⑤
法
界
門

"
『看
聞
御
記
』
に
よ
れ
ば
、
永
享
三
年
十

一
月
三
日

に
立
柱
。
そ
の
後
、
『
蔭
涼
軒
日
録
』
等

に
は
関
連
記
事
が
な
い
。

永
享
四
年
中
に
は
完
成
か
。

⑥
総
門

"
永
享
十

一
年
四
月
七

・
八

・
十
七
日
に
総
門
額
字

「万

年
山
」
を
義
教
が
草
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
頃
ま
で
に
完
成
か
。

⑦
鐘
楼

"
応
永
三
十
二
年
に
大
鐘
を
鋳
る
。
鐘
楼
は
永
享
十
二
年

五
月
十
日
に
造
営
。
完
成
時
期
は
未
詳
。

⑧
山
門

"
永
享
七
年
十
月
二
十
六
日
に
立
柱
。
永
享
十
二
年
二
月
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十

一
日
に
工
事
が
再
開
さ
れ
た
。
同
年
四
月
二
十
六
日
に
は
山
門

本
尊

の
羅
漢
の
製
作
が
義
教
か
ら
蔭
涼
軒
に
命
じ
ら
れ
、
二
十
八

　　
　

日
に
は
羅
漢
製
作
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
月
十
日
に
山
門
の

彩
色

に

つ
い
て
義
教
か
ら
蔭
涼
軒
に
指
示
が
で
る
。
同
年
八
月
七

日
に
義
教
は
山
門
と
山
門
閣
上

の
額
字
を
草
し
て
い
る
。
同
年
十

二
月

五
日
に

「山
門
開
」
と
な

っ
た
。

　
れ
　

⑨
回
廊

"
永
享
十
二
年

に
修
造
の
記
事
が
あ
る
。
完
成
時
期
は
未

詳
。

⑩
鎮
守
宮

"
永
享
十
二
年
四
月
二
十
六
日
に
義
教
か
ら

「
鎮
守
宮

東
班

可
造
之
由
被
仰
出
。
」
と
の
指
示
が
あ
り
、
同
年
十
二
月
二

十
七

日
に
は
岩
清
水
八
幡
宮
よ
り
遷
宮
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
頃

　
　

　

に
ば
完
成
し
て
い
た
と
思
う
。

以
上
、
七
堂
伽
藍
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
。
こ
の
他
に
鹿
苑
院

内
の
仏

殿
、
山
門
、
昭
堂
、
僧
堂
、
塔
が
本
寺
と
と
も
に
再
建
さ
れ

て
い
る
。

さ
て
、
次

に
修
造
財
源
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
二
年

(
一
四
三
〇
)
六
月
九
日
の
条
に
、

相

国
寺
造
営
事
。
無
尺
・期
様
思
食
也
。
畠
山
。
当
管
領
。
山
名
。

此

両
三
人
意
見
可
申
入
由
。
内
々
為
門
跡
可
仰
遣
旨
承
間
。
以

経
祐
。
慶
圓
両
法
眼
。
三
人
方

へ
申
遣
了
。
(
中
略
)
相
国
寺

造
営
事
。
三
人
御
返
事
大
略
同
前
也
。
面
々
申
談
重
可
申
入
云
々
。

山
名
内
々
対
門
跡
使
節
申
様
。
先
度
諸
人
名

二
被
仰
付
。
堂
々

各
令
造
営
了
。
今
度
モ
、
如
然
可
有
御
沙
汰
歎
。
何
様
当
年
事

ハ
国
反
銭
以
下
数
多
也
。
可
被
延
明
年
歎
云
々
。

と
あ
る
。
相
国
寺
修
造
財
源
の
確
保
の
困
難
な
様
子
が
わ
か
る
。
山

名
某
の

「先
度
諸
大
名

二
被
仰
付
。
堂
々
各
令
造
営
r
。
」

の
発
言

は
、
お
そ
ら
く
応
永
元
年
か
ら
の
再
建
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
永
享
四
年

と
永
享
六
年
に
造
相
国

寺
船
が
派
遣
さ
れ
た
。
造
営
料
唐
船
で
あ
る
。
二
回
に
わ
た
る
派
遣

で
ど
の
程
度
の
銭
貨
や
品
物
が
輸
入
さ
れ
た
か
は
、
未
詳
で
あ
る
。

そ
の
他
の
財
源
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
が

「引
物
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
将
軍
が
禅
院
等
に
御
成
に
な

っ
た
際
に
、
将
軍
に
対
し
出

さ
れ
る
銭
や
品
物
が
寄
付
と
い
う
形
で
修
造
費
と
な
る
こ
と
を
指
し

し
て
い
る
。
こ
の
引
物
は
か
な
り
の
高
額

で
、
幕
府
財
政
と
直
結
す

る
問
題
で
も
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
『蔭
涼
軒
日
録
』
か
ら
明
確

に

な
る
分
だ
け
で
も
五
百
四
貫
文
が
、
相
国
寺
修
造
費
と
な

っ
て
い
る
。

実
際
は
そ
の
何
倍
も
の
額
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
こ
れ
ら
引
物
は
、

東
班
の
禅
僧
、
禅
院
の
名
義
で
将
軍
に
進
上

さ
れ
て
い
る
。
後
年
こ

の
引
物
を
修
造
費
と
す
る
方
法
は

「
旧
例
」

と
な

っ
て
い
る
例
を
以

　
ゆ

　

下

に
示

そ
う

。
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於
御
所
間
奉
懸
御
目
等
持
寺
御
成
之
請
取
。
当
寺
及
廃
壊
。
即

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

今

以
旧
例
被
寄
寺
家
。
御
成
引
物
可
有
修
復
云
々
。
先
於
鹿
苑

院
蔭
涼
軒

二
被
加
修
理
也
。
御
坊
修
理
以
後
。
如
旧
可
被
寄
干

山

門
也
。
復
旧
観
之
時
節
到
来
。
(傍
点
は
筆
者
)

足
利
義
政
が
等
持
寺
に
御
成
に
な

っ
た
際
の
引
物
が
、
鹿
苑
院
と

蔭
涼
軒

の
修
造
費

に
充
て
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

こ
こ
で

「
以
旧

例
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
行
為
は
す
で
に
慣
例
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
応
永
三
十
二
年
か
ら
の
相
国
寺
修
造
に
引
物
が
使
用
さ
れ

た
事
例

が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
指
摘
で
き
る
。

そ
の
他

の
財
源
と
し
て
、
没
収
財
産
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

「
罪
科
」

に
よ
り
閾
所
と
な

っ
た
禅
僧
や
俗
人
の
財
産
を
相
国
寺
修

造
費
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
看
聞
御
記
』
永
享
八
年

(
一
四
八
六
)
二
月
二
十
五
日
の
条
に
は
、

丹
州
草
野
土
野
谷
両
村
事
。
梅
監
主
相
国
寺
都
聞
。
知
行
云
々
。

有

罪
科
子
細
所
領
財
宝
等
悉
被
閾
所
。
相
国
寺

二
被
寄
。

と
あ
る
。
ま
た
、
『蔭
涼
軒
日
録
」
永
享
十

一
年
十
月
十
三
日
の
条

に
は
、盆

都
寺
。
音
都
寺
。
仁
書
記
寮
。
各
依
罪
過
可
為
閾
所
之
由
。

伝
命
当
寺
都
文
。

と
あ
り
、

一
旦
、
鹿
苑
院
僧
堂
造
営
方
に
寄
せ
ら
れ
た
が
、
結
局
、

因
幡
堂

(平
等
寺
)
に
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
『
蔭
涼
軒
日
録
』

永
享
十
二
年
十

一
月
二
十
日
の
条
に
は
、

摂
州
多
田
閾
所
平
瀬
入
道
。
家
財
武
壱
千
貫
文
。
被
寄
進
干
当

寺
。
為
東
廊
造
営
也
。

と
あ
り
、
実
に
二
千
貫
文
の
莫
大
な
財
が
、
幕
府
に
よ
り
没
収
さ
れ

て
、
相
国
寺
修
造

(東
廊
)
に
寄
せ
ら
れ
た
。
東
班
の
禅
僧
の
財
産

は
か
な
り
の
高
額
で
あ

っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

3
、
修
造
財
源
の
変
化

以
上
、
応
永
三
干
二
年
か
ら
の
相
国
寺
修
造
財
源
は
か
な
り
解
明

で
き
た
と
思
う
。
先
に
検
討
し
た
南
禅
寺
と
円
覚
寺
の
修
造
財
源
と

は
か
な
り
変
化
し
て
い
る
。
相
国
寺
修
造
は
二
度
の
造
営
料
船
の
派

遣
に
よ
る
銭
貨
等
の
輸
入
、
ま
た
将
軍
の
寺
院
御
成
の
際
に
進
上
さ

れ
た
引
物
や
閾
所
と
な

っ
た
財
産
を
財
源
と
し
て
い
る
。
修
造
坐
公

文
に
つ
い
て
だ
が
、
特
に

「相
国
寺
修
造
坐
公
文
」
は
出
さ
れ
な
か
っ

た
と
思
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
直
接
修
造
財
源
と
な
ら
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
永
享
七
年
か
ら
嘉
吉
元
年
ま
で
の
幕
府

へ
の
年

間
官
銭
の
収
入
は
約
五
百
貫
文
程
度
あ
り
、

そ
の
他
に
も
幕
府

へ
は

坐
公
文
分
の
官
銭
や
そ
の
他
各
種
官
銭
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
の
官
銭

が
幕
府
収
入
と
な
り
、
そ
の

一
部
が
修
造
費

と
し
て
相
国
寺

へ
も
寄
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せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
の
時
点

で
は
先

に
検
討
し
た
建
仁

寺
の
場
合
の
よ
う
に
義
教
は
相
国
寺

に
対
し
あ
か
ら
さ
ま
に
修
造
坐

公
文
を
許
可
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
そ

れ
も
嘉
吉
の
乱
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
降

に
な
る
と
官
銭
収
入
は
五

山
派
禅
院
の
修
造
財
源
と
し
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

例
え
ば
、
『
蔭
涼
軒
日
録
」
文
明
十
六
年

(
一
四
八
四
)
十
。
一月
一
、

十
四
日
の
条
に
は
、

就
当
小
方
丈
御
寄
進
坐
公
文
御
免
事
。
以
住
持
井
評
定
衆
謝
状

奉
供
台
覧
。
公
帖
員
数
賦
拾
通
御
免
之
由
被
仰
出
。
召
看
方
丈

　

　

　

　

　

　

　

　

　

伝
其
命
。
建
仁
東
福
両
寺
。
為
方
丈
修
理
御
寄
進
公
文
御
免
之

由
被
仰
出
蓋
各
本
寺
公
帖
也
。
建
仁
五
通
。
東
福
十
通
也
。
坐

公
文
事
雛
為
堅
御
停
止
。
以
別
儀
御
免
由
伝
台
命
。
(
傍
点
は

筆
者
)

と
、
相

国
寺

に
は
二
十
通
、
建
仁
寺

に
は
五
通
、
東
福
寺
に
は
十
通

と

一
度

に
多
数
の

圃修
理
御
寄
進
」
の
坐
公
文
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

　
ゲ

　

こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
多
く
あ
る
。

南
北
朝
期
は
五
山
派
禅
院
の
修
造
財
源
は
棟
別
銭

・
関
銭
等
の
強

力
な
将

軍
権
力
を
背
景
と
し
た
幕
府
機
構
に
依
存
し
た
財
源
で
あ

っ

た
。
そ

の
後
、
室
町
期
に
お
い
て
は
様
子
も

一
変
す
る
。
相
国
寺
修

造

の
財
源
は
将
軍

へ
の
引
物
や
閾
所
の
財
産
を
修
造
費
と
す
る
な
ど
、

以
前
の
よ
う
な
幕
府
機
構
に
よ
る
財
源
確
保

で
は
な
く
、
五
山
官
寺

機
構
と
五
山
派
教
団
の
経
済
力
に
依
存
し

て
い
く
。
そ
の
象
徴
的
な

財
源
が
修
造
坐
公
文

で
あ
る
。
室
町
将
軍
家

の
独
占
し
た
五
山
派
禅

院

の
人
事
権
に
よ
る
修
造
財
源
の
確
保
策
と
も
い
え
る
。

こ
の
変
化

は
足
利
義
教
の
将
軍
時
期
に
転
換
点
が
あ

る
。
義
教
が
嘉
吉

の
乱
に

よ
り
横
死
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
将
軍
権
力
に
よ

る
財
源
確
保
は
不
可
能
と
な

っ
た
。
五
山
派
禅
院
の
修
造
財
源
の
変

化
の
背
景
に
は
、
室
町
将
軍
の
幕
政
内
で
の
権
力
の
後
退
が
影
響
し

て
い
る
。
応
仁
の
乱
後
、
「
(諸
五
山
)
皆
廃
壊
。
就
中
相
国
寺
第

一

之
廃
壊
」
と
な
り
、
相
国
寺
は
わ
ず
か

「仮
法
堂

一
宇
」
の
み
あ
る

と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
『
蔭
涼
軒
日
録
』
延
徳
.
、年

(
一
四
九
〇
)

二
月
二
十
三
日
の
条
、

相
公
口
。
命
諸
大
名
各

一
宇
造
之
者
乃
可
成
就
也
。
諸
国
守
護

之
年
来
押
領
寺
社
本
所
領
恣
也
。
命
之
令
造
者
何
不
成
乎
。
被

説
破
小
公
。
々
々
亦
諾
。
近
年
寺
領
等
雛
入
手
。
有
名
無
実
也

以
故

一
宇
亦
不
成
。
以
渡
唐
船
可
有
御
寄
進
之
旨
有
之
云
々
。

と
い
う
足
利
義
材
の
相
国
寺
修
造
に
関
す

る
命
令
は
室
町
将
軍
の
権

力
の
後
退
し
た
こ
の
時
期
に
は
、
全
く
実
現
不
可
能
な
方
法
で
あ
り
、

わ
ず
か
に
造
営
料
唐
船
の
派
遣
を
約
束
し

た
だ
け
で
あ

っ
た
。
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お

わ

り

に

以
下
、
本
稿

で
論
じ
た
点
を
ま
と
め
る
。
幕
府
官
寺
で
あ
る
五
山

派
禅
院
の
修
造
は
幕
府

の
管
轄

で
あ
る
。
そ
の
修
造
事
業
の
財
源
は

南
北
朝

・
室
町
期
を
通
じ
て
多
様
に
変
化
し
た
。
「
は
じ
め
に
」

で

示
し
た
七

種
類
の
財
源
に
つ
い
て
そ
の
関
連
性
を
中
心
に
論
を
進
め

た
。
南
北
朝
期
に
お
い
て
は
室
町
将
軍
の
権
力
を
背
景
に
し
、
幕
府

機
構

に
依
存
し
た
棟
別
銭

・
関
銭
を
主
要
財
源
と
し
た
。
こ
れ
は
初

期
室
町
幕
府
の
権
力
構
造
と
密
接
に
関
係
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幕

政
内
で
の
将
軍
と
有
力
守
護
大
名
と
の
権
力
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
え
る
。

こ
の
バ
ラ

ン
ス
が
将
軍
を
中
心
と
し
て
幕
政
が
運
営
さ
れ
て
い
る
状

態
で
は
上
記
の
財
源
が
有
効
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
典
型
が

足
利
義
満

に
よ
る
相
国
寺

の
創
建
事
業

(永
徳
二
年
～
明
徳
四
年
)

　　
　

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
史
料

の
都
合
上
論
述
の
決
定
力
を
欠
く
た

め
本
論

で
は
触
れ
な
か

っ
た
。

室
町
期

も
中
期
以
降
に
お
い
て
は
幕
政
内
に
お
け
る
将
軍
権
力
の

後
退
に
と
も
な
い
権
力
バ
ラ
ン
ス
の
崩
壊
を
背
景
と
し
て
、
南
北
朝

期
の
財
源
と
は
変

っ
て
将
軍

へ
の
引
物
、
没
収
財
産
、
各
種
官
銭
を

財
源
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
修
造
財
源
の
幕
府
機
構

へ
の
依

存
か
ら
五
山
官
寺
機
構

へ
の
依
存

へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

足
利
義
教
は
将
軍
権
力
の
回
復
に
努
あ
た
が
、
急
激
な
行
動
が
守
護

等
の
反
発
を
か
い
、
結
局
暗
殺
さ
れ
る
。
嘉
吉
の
乱
以
降
は
、

一
層

こ
の
傾
向
が
進
む
。
そ
の
象
徴
が
修
造
坐
公
文
の
主
流
化
で
あ
る
。

「
は
じ
め
に
」

で
示
し
た
諸
財
源
の
背
景
に
あ
る
も

の
は
幕
政
内

で

の
将
軍
権
力
の
変
動
に
あ
る
と
考
え
る
。
五
山
派
禅
院
の
修
造
財
源

と
将
軍
権
力
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(補

1}王
)

 

(
2
)

(
3
)

暦
応

四
年

(
一
三
四

一
)

の
天
龍
寺
船
が
著
名

で
あ
る
。

他

に
も
瓦

山
関
係
ば

か
り
で
な

く
他

の
寺
社

の
造
営
料
船
も
派
遣

さ
れ
た
。

藤
岡
大
拙
氏

「禅
院
内

に
於
け

る
東
班
衆

に

つ
い
て
1
特

に
室

町
幕

府

の
財
政

と
関
連

し
て
ー
」

(『
日
本
歴
史
』

一
四
五
、

一
九
六
〇
年
)。

相

国
寺

の
梵
榮
都
聞

・
正
盛
都
聞
と
寺
院
修
造

の
関
連

に

つ
い
て
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

出
嶋
雅
子
氏

[
蔭
涼
軒

御
倉

に

つ
い
て
」

(『
中
央
大
学
大
学

院
研

究

年
報
』
別
刷
七
、

一
九
七
七
年

)。

室

町
期
永

享
以

後

の
修

造

に

つ

い
て
検
討
さ
れ
、
寛
正
年
間
を
中
心
に
結
論
を
述

べ
て
い
る
。

そ

こ

で

「
代
物

(
売
物
)

・
守
護
出
銭

・
東
班
僧

か
ら
の
献
銭

・
御
料

所

の
年
貢

・
段
銭

・
五
山
借
銭
が
寺
社
修
造
料

や
仏
事
銭

の
費

用

と
し

て
充

て
ら
れ

て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
官
銭

に

つ
い
て
は

咽
官

銭

は
ほ
と

ん
ど
使
わ
れ

て
い
な

い
」
と
述

べ
て
い
る
。

ま
た
、

公

文
と

一19一



官
銭

に

つ
い
て
は
、
今
枝
愛
真
氏

「公
文
と
官
銭
」

(『
中

世
禅

宗
史

の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
〇
年
)

が
あ

る
。

ま

た
幕
府

財
政
と
関
連
し

て
論
じ

た
今
谷
明
氏

『
室
町
幕
府
解
体
過
程

の
研
究
」

(
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
年
)

の
第

一
部

の
第

一
章
を
参
照
。

(
4
)
建
仁
寺
修
造

(『
蔭
涼
軒

日
録
』
長
禄

二
年

三
月

十

二

日
の
条
)

や

天
龍
寺
僧
堂
修
造

(『
蔭
涼
軒

日
録
」

寛

正

二
年
十

一
月

二
十

六

日

の
条
)
な
ど

の
事
例
。

い
ず

れ
も
朝
鮮

へ
の
修
造
費
捻
出

の
為

の
造

営
料
船

で
あ

る
。
ち
な

み
に
建

仁
寺

の
場
合
、

一
万
貫
文

輸

入

さ
れ

た

(『
蔭
涼
軒

日
録
』
長
禄

二
年
五
月
六
日
の
条

)。

ま
た
、
建
仁
寺
、

天
龍
寺

と
も
朝
鮮

か
ら
の
奉
加
銭
を
め
ぐ

っ
て
ト

ラ
ブ

ル
が
起

き

て

い
る
。

な
お
本
文

で

「
継
続
し

て
幕
府

に
よ
り
派
遣
」
と
し

た
が
、

こ
の

「
継
続
」

と
は
厳

密
な
意
味

で
は
な
く
、
途
中
何
度

か
中
断

し

て
い
る
の

で
注
意
し

て
い
た
だ
き
た

い
。

(
5
)
桜
井
景
雄
氏

『
南
禅
寺
史
』
(
法
蔵
館
、

一
九
七

七
年

)

に
、

延
文

ゴ
.年
南
禅
寺
法
堂
修
理

の
際

に
活
躍
し
た
照
庵
寂
都
聞
と

乗
寳

都
寺

が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

(
6
)
尾
張

の
五
山
派
禅
院

の
妙
興
寺

(貞
治

三
年
六
月

一
九

日
に
諸
山

)

に
お

い
て
、
方
丈
修
造

の
際

の
事
書

に
以
下

の
よ
う
に
あ

る
。

【
妙
興
寺
衆
僧
等
連
署
方
丈
修
造
事
書
」

定

方
丈
修
造
条

々
之
事

.
、
諸
荘
園
年
貢
之
事

一
、
奉
行
持
諸
末
寺
年
貢
之
事

一
、
住
持
、
虚
席
則
自
納
所
方
毎
月

五
百
文
充

可
出
之
事

一
、
転
住
官
銭
之
事

((

87
))

 

(
9
)

(
10
)

(
11

)

一
、
掛
塔
銭
之
事
井
市
場
公
事
余
銭

右

以
衆
評
所
定
如
件

明
応

四
年

乙
卯
正
月
十
六

日

(八
名
連
署
)

(
『妙
興
寺
文
書
」
所
収

四

一二

号
文
書
)

こ
こ
で
は
、
転
住
官
銭

・
掛
塔
銭
等
が
妙
興
寺
方
丈
修

造

の
財
源

と
な

っ
て
い
る
。
明
応

四
年

(
一
四
九
五
)

の
地
方
諸
山

の
事

例

で

あ
る
が
、
参
考

に
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
『
妙
興
寺
文
書
」

(
『新
編

一
宮
市
史
」
資
料
編

五
所
収
)
を
参
照
。

南
禅
寺

の
歴
史

に

つ
い
て
は
桜
井
氏

『
南
禅
寺
史
」
が
詳
し

い
。

円
覚
寺

の
歴
史

に
つ
い
て
は
玉
村
竹

二
氏

・
井
ヒ
禅
定
氏

『
円
覚
寺

史
」
(
春
秋
社
、

、
九
六
四
年

)
が
詳

し
い
。

『
鹿
王
院
文
書
」

に
、

南
禅
寺
造
営
之
事
、
任
亀
山
院
叡
願

・
正
覚
国
師
絵
図
、
可
被
其

沙
汰
者

天
気
如
件

ヒ
月
LL

日

左
中
将
陸
仲

天
龍
寺
長
老
春
屋
和
尚
禅
室

と
あ

る
。
亀
山
院
叡
願
と

は

「
永
仁

の
願
文
」

で
あ
り
、

正
覚

国
師

と
は
夢
窓
疎
石

へ
の
光
明
天
皇
か
ら

の
生
前
の
国
師
号

で
あ

る
。

そ

の
宣
下

は
貞
和

二
年

(
一
三

四
六
)
ト
月
二
十
六

日
で
あ
る
。

桜
井
景
雄
氏

・
藤
井
學
氏
共
編

『
南
禅
寺
文
書
」
上
巻

(
南
禅

寺
宗

務
所
、

一
九
ヒ

ニ
年
)
所
収
六
七
号
文
書

(
以
ド
、

『
南
文

」

L
巻

と
す
る
)。

『
春
日
人
社
文
書
」

(
春

日
顕
彰
会
、

一
九
八
四
年
)
所
収
七
九

四

20



(
12
)

(
13
)

(
14
)

(
15
)

(
16
)

(
17
)

(
18
)

(
19
)

(
20
)

(
21
)

(
22
)

(
23
)

　 　

2524
))

号
文
書
参
照
。

春
屋
妙
繭
と
斯
波
義
将

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
今
枝
氏

[
斯
波

義
将

の
禅
林

に
対
す

る
態
度
」

(『
中
世
禅
宗
史

の
研
究
」
所
収

)

を
参

照

さ
れ
た

い
。
両
者

は
師
弟
関
係

で
あ

っ
た
。

『
南
文
」
上
巻

の

一
四
〇
号
文
書

「兼
松
清
貞
南
禅
寺
仏

殿
材

木
注

文
」
。

『
南
文
」
上
巻

の

一
四
三
号
文
書
。

『
南
文
」
上
巻

の

一
五
〇
号
文
書
。

『
南
文
」
h
巻

の
六

八
号
文
書
。

延
文
三
年

(
一
三
五
六

)
正
月
発
生

の
火
災

か
ら

の
再
建
事

業

で
あ

る
。

『
南
文
」
L
巻

の
ヒ
九

号
文
書

。

『
南
文
」
上
巻

の
八
〇
号
文
書

。

『
空
華

日
用
工
夫
略
集
」
応
安
七
年
十

一
月
二
十
三
日

の
条
、

以
下

『
日
工
集
」

と
す
る
。

「神
奈

川
県
史

」
資
料
編
3
古
代

・
中
世

(
3
上
)
所
収

の
文
書

番

号
を

示
す
。

『神

奈
川
県
史
」
と
玉
村
氏

『
日
本
禅
宗
史
論
集
」
上

(
思
文

閣
出

版

、

一
九
七
六
年
)
所
収

「
諸
方

に
散
見
す
る
円
覚
寺
文
書

」

で
円

覚
寺

関
係

の
中
世
文
書
は
把
握

で
き
る
。

玉
村
氏

[
応
安
七
年
円
覚
寺
火
災

に

つ
い
て
」

(『
日
本
禅
宗
史
論
集
』

上
所
収
)
を
参
照
。

『
日
工
集
」
応
安
元
年
十

二
月
七

日
の
条
。

『
日
工
集
」
応
安
七
年
十

一
月

二
十

四
日
の
条
。

(((
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)))

　

32
)
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(
33
)

　 　

3534
))

注

(
3
)
参
照
。

玉
村
氏

矧
公
帖

考
」
(
『
日
本
禅
宗
史
論
集
」
下
之

二
所
収
)
。

五
山

の
住
持

の
住
山
期

間
に

つ
い
て
室
町
幕
府

に
と

っ
て
問

題
化

し

た
早

い
例
は
、
文
和
三
年

(
.
三
五

四
)
九
月

二
十

二
日
の

州
大
小

禅
刹
規
式
條
々
」

の
諸
山
住
院
年
紀
事

の
条
項
が
あ
げ
ら
れ

る
。

住

山
期
間
は
通
常
二
夏
三
年

で
あ

っ
た
が
、

こ
の
規
式

で
は

[
年
紀

未

満
中
、
濫
退
院
之
条
、
甚
不
可
然
」
と
あ

り
、

こ
の
規
式

以
前

の
暦

応
三
年

(
一
三
四
〇
)
十

、
月

日
の

門
円
覚

寺
規

式
條

々
」
、

同

五

年

(
.
.二
四
.
一)
三
月
口

の

[
円
覚
寺
規
式
條

々
追
加
分
」

に
は
住

持

の
年
紀

に

つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
暦
応
五
年
か

ら
文
和

ご
.

年
ま

で
の
あ

い
だ

に
問
題
が
表

面
化

し
幕
府

の
規
制

の
対
象

と

な

っ

て
い
る
。

『
扶
桑
五
山
記
」
巻

四

(
臨
川
書
店
、

」
九

八
こ
年
)
。

『
扶
桑
五
山
記
」
巻

四
。

絶
海
中
津
が
応
永
六
、
七
年
頃
南
禅
寺

の
坐
公
文

を
受

け
た
例
。

以
下
、
特

に
注
を
付
け
な

い
か
き
り
、
増
補
続

史
料
大
成
本

の

『
蔭

涼
軒

日
録
』
か

ら
の
引
用
記
事

で
あ
る
。

五
山

の
官
銭
を

二
十
貫
文
、
卜
刹

・
諸
山

の
官
銭
を
十
貫
文

と
し

た

場
合

の
計
算

で
あ
る

(今
枝
氏

[
公
文

と
官
銭

」

『
中

世
禅
宗

史

の

研
究
」
所
収
)
。

続
群
書
類
従
本

の

『看
聞
御
記
』

に
よ
る
。

史
料
纂
集

『師
郷

記
」
永
享
七
年
十

一
月

二
十
九

日
の
条

に
は
、

未
剋
建

仁
寺
塔

頭
炎
七
、
寺
中
七
堂
以
下
免
余
炎
了
、
所
焼
失
塔

頭
数
1.
云
々
、
(後

略
)
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(
38
)

(
39
)

(((

424140
)))

 

(
43
)

と
あ

る
。

続
群
書
類
従
本

の

『
満
済
准
后

日
記
」

に
よ
る
。

改
訂
増
補
版

の
国
史
大
系
本

の

『
後
鑑
』
巻

=
二
九
所
収

の
記
事

に

よ

る
。

『
看
聞
御
記
」
応
永
三
十

二
年
八
月
十
七

日
の
条

に
は
、

聞
。
相
国
寺
炎
上
之
時
。
僧
沙
喝
以
下
計
六
人
焼
死
。

と
あ
り
、
全
体

で
は
三
十
六
人
焼
死
し
た

よ
う

で
あ

る
。

火
災

の
原
因
は
明
確

で
な

い
。
『
看
聞
御

記
』

応

永

三
十

二
年

八
月

十
七
日

の
条

に
よ
れ
ば
、
乾
徳
院
檀
那

の
前
管
領
細
川
満

元

の
誕
生

日
祈
祷

の
際

に
、
「
絵
馬
心
経
」
が
焼

け

て

そ
の
火

が
出
火

の
原
因

に
な

っ
た
、
と

い
う
。
ま
た
相
国
寺
炎
上
か
ら
約

ニ
ケ
月
後

の
十

月

十

五
日

に
相
国
寺
塔
頭
大
徳
院
が
炎
上
し

て
い
る
。

そ
の
放

火
犯

の

一
人

に
僧
が

い
た
、
と

い
う

(
『
看
聞
御

記
」

応

永

三
十

二
年
十

月

十

五
日

・
十
六
日

の
条
)
。
あ
る

い
は
、

出

火

元

の
乾

徳
院

へ
の
放

火

が
原
因
か
も
し
れ
な

い
。

こ
の
当
時
、
五
山
教
団

で
は
派

閥

の
対

立

か
ら
塔
頭

に
放
火
す
る

こ
と
が
あ

っ
た
。

増
補
続

史
料
大

成
本

の

『斉
藤

基
恒
日
記
」

に
よ
る
。

『鹿
苑

日
録
」

(続
群
書
類
従
完

成
会

一
九
九
二
年
)
。

仏

殿
の
本
尊

は
、
三
世
仏

(左

阿
弥
陀
、
右
弥
勒
、
中
間
釈
迦

仏
)

で
あ

っ
た

(相

国
寺
史
料
編
纂
委

員
会

編

『
相
国
寺
史
料
」

第

一
巻

一
九

八
四
年
、
所
収

『相
国
寺
考

記
」

の
永
享
八
年
九
月

二
十

日

の

条
参

照
)。

『
蔭
涼
軒

日
録
」
永
享
十

二
年

一
月
十

八
日

の
条

に
、

当
時
山
門
造
営
始
干
十

一
日
。

(
44
)

(
45
)

((

4746
))

 

(
48
)

と
あ
る
。

こ
れ
は
山

門
と
仏
殿
を
結

ぶ
回
廊

で
あ
ろ
う
。
西
廊
は

『
蔭
涼

軒

日

録
』
永
享

八
年
三
月
八

日
の
条

に

「
今
月
六
日
。
及
昏
大

風
吹

倒
西

廊
」

と
あ
り
、

そ
の
後
、
永
享
十

二
年
十
二
月
十

八
日
に
は
、

ま
だ

修
造

の
記
事
が
あ

る
。
東
廊

に
関
し

て
も
永
享
十

二
年
十

一
月

二
十

日
に
記
事

が
あ
り
、
工
事
は
長
期

に
渡

っ
て
い
る
。

鎮
守
社

(八
幡
宮
)

の
遷
宮

に

つ
い
て

『蔭
涼
軒

日
録
」

永
享
十

二

年
十

一
月

二
十

一
日
の
条

に
、

鎮
守
社
遷
宮
。
来
十
二
月
廿
七
日
。
自

八
幡
而
可
奉
移
其
神
之
由

被
仰
出
。
即
命
干
飯
尾
肥
前
守
。

と
あ

り
、
岩
清
水
八
幡
宮
よ
り
勧
請

し
た
の
で
あ

ろ
う
。

『
蔭
涼
軒

日
録
』
長
禄
二
年

一
月

二
十
九

日
の
条
。

『
蔭
涼
軒

日
録
」
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)

二
月
十

二
日

の
条

の

西
芳
寺
内
指
東
庵
建
立

坐
公
文

な
ど
。

今
枝
氏

「
足
利
義
満
の
相

国
寺
創
建
」

(『
中
世
禅
宗
史

の
研
究
」

所
収
)
。

〔付
記
〕
本
稿
は
平
成
九
年
度
奈
良
大
学
大
学
院

に
提
出
し
た
修
士
論

文

の

一
部
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ご
指
導
を
賜

っ
た
藤
井

學
先

生
と
論
文
を
通
じ

て
ご
教

示
い
た
だ

い
た
先
学
諸
氏

に
感
謝

の
意

を

こ

こ
に

記
し
ま
す
。

(文
学
研
究
科
文
化
財
史
料
学
専
攻
博
士
前
期
課
程
修
了
生
)
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〈
年
表
〉

相
国
寺
修
造
略
年
表

iー和

暦

西

暦

月

日

事

項

応
永
三
二

一

四
二
五

〇
八
一

四

相
国
寺
炎
上
〔
乾
徳
院
出
火、

鹿
苑
院
・

仏
殿
以
下

頭
六
ケ
所
は
炎
上、

人
多
焼
死〕

相
国
寺
炎
L

〔
七
堂
・

鹿
苑
院
・

雲
頂
院
・

乾
徳
院

は

炎
上
、

輪

蔵
・

大

塔
・

崇

寿

院
・

大

智

院
・

大

徳

院
は
無
事、

僧
沙
喝
三
六
人
焼
死〕

相
国
寺
炎
上
〔
乾
徳
院
・

常
徳
院
・

雲
頂
院
・

鹿
苑

庫
・

鐘
楼
・

門
前
東
西
在
家
・

妙
荘
厳
域門

は
炎
上、

大
智
院
・

慧
林
院
・

大
橦
院
は
無
事、

僧
沙
喝
少
々

相
国
寺
悉
焼
〔
賢
徳
院
・

常
住
院
・

雲
頂
・

鹿
苑
等

丈
・

法
堂
・

仏

殿
・

山

門
・

風
櫨
・

鎮

守
八

幡

宮
・

一
〇
〇
七

一
〇

一
四

=

〇
三

一
四
二
六

一
一
二
二

〔出
典
〕

惣
門
及
人
屋

・
鎮
守
社

・
塔

〔師
記
〕

食
二
人
焼
死
、

少

々
相
残
〕

相
国
寺
事
始

大
徳
院
炎
上

〔小
堂

・
僧
堂

・
山
門
炎
上
〕

大
徳
院
炎
上

〔仏
殿

・
山
門
は
炎
上
、
方
丈

・
坊
寮
舎
以
下
三
書
〕

相
国
寺
仏
殿
立
柱

相
国
寺
方
丈
開

〔看

御

〕

〔満

済

〕

僧
堂

・
惣

門

・
方

僧

三
人

・
喝

大

鐘

・
勝

定

院

・
人

徳

院

・
大

知

院

・
大

橦

院

・
崇

寿

院

・
輪

蔵

他

〔薩

戒

〕

〔薩

戒

・
師

記

〕

〔看

御

・
満

済

〕

〔師

記

〕

〔薩

戒

・
満

済

〕

〔満

済

〕
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和

暦

西

暦

月

日

事

項

〔
出
典〕

」

応
永
三
三

一

四
二
六

一

一

二

五

相
国
寺
大
鐘
鋳

〔
満
済〕

応
永
三
四

一

四
二
七

〇
七
二
〇

相
国
寺
山
門
・

鹿
苑
院
仏
殿
立
柱

〔
満
済〕

応
永
三
五

一

四
二

八

〇

四

I

l

相
国
寺
都
聞
等
察
・

修
造
司
梵
忠
等
連
署
借
用
状

〔
南
文
上〕

永享

二

一

四
三
〇

〇
六
〇
九

「
相
国
寺
造
営
事、

無
尽
期
様
思
食
也」

〔
満
済〕

永
享
三

一

四
ゴ

ニ

一

一

〇
三

相
国
寺
仏
殿
上
棟
・

法
界
門
立
柱

〔
看
御〕

永
享
四

一

四
二
二

〇
八
一

六

第
一

次
造
相
国
寺
船
派
遣

〔
看
御〕

永
享
五

一

四

三

三

一

一

二

四

相
国
寺
に
て
後
小
松
院
の
仏
事

〔
看
御〕

永
享
六

一

四

三

四

-

ー

l

I

第
二
次
造
相
国
寺
船
派
遣

〔
看
御〕

〇
六
二
五

唐
人、

相
国
寺
に
招
か
れ
る

〔
師
記〕

永
享
七

一

四

三

五

〇
六
一

三

真
如
寺
都
管
進
上
二
〇
〇
〇
疋
を
相
国
寺
都
聞
寮
に
納
め
る

〔
蔭
涼〕

〇
八
〇
三

相
国
寺
僧
堂
居
礎

〔
蔭
涼〕

〇
八
一

五

相
国
寺
僧
堂
立
柱

〔
蔭
涼〕

〇
九
一

八

「
当
寺
造
営
緩
怠
之
由
被
仰
出
」

〔
蔭
涼〕

〇
九
二
〇

相
国
寺仏

殿
両尊

に
つ
い
て
(
建
仁寺

三
尊
の
仏
工
)

〔
蔭
涼〕

一

〇
二
六

相
国寺

山
門
立
柱

〔
蔭涼

〕

一

一

〇

七

相
国
寺
阿
弥
陀
・

弥
勒
二

尊
を
彫
る

〔
蔭
涼〕

一

一

一

三

相

国

寺一
、

尊
の

寸
尺

に
つ

い

て

〔

蔭

涼〕

一

一

二

八

等
持
寺
都
管
進
上
三
〇
繕
を
相
国
寺
に
寄
付

〔
蔭
涼〕
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和

暦

西

暦

月

日

事

項

〔
出典

〕

永享

七

一

四
三
五

一
一

ご
一

〇

神
護
寺
進
上
二
〇
〇
〇
疋
を
相
国
寺
都
文
寮
に
納
め
る

〔
蔭
涼〕

一

二
一

二

等持

寺都

管
進
上
五
〇
〇
〇
疋
を
相
国
寺
都文

寮
に
納
め
る

〔
蔭
涼〕

一

二
二
九

等持

院
殿
髪
を
相
国寺

脇
士
像
に
納
入
の
命

〔
蔭
涼〕

(

↓

永享

八
・

〇

三
一

二
)

永
享
八

一

四
三
六

〇
一

二
九

相
国寺

造
営
要
脚
の
都
文
寮
よ
り
の

請
取状

〔
蔭
涼〕

〇
二
一

二

徳
雲
院
引
物
一

〇
繕
を
相
国
寺
に
寄進

〔
蔭
涼〕

〇
二
二
五

相
国
寺
都
聞
梅
監
主
の
所
領
財産

没
収、

相
国
寺
に
寄
せ
ら
れ
る

〔
看
御〕

〇
三
〇
六

相
国
寺
西
廊
下
顛
倒
(
〇
三
〇
八
の

条)

〔
看
御
・

蔭
涼〕

〇
三
〇
七

相
国
寺
僧
堂
棟
上
一

間
許、

破
れ
る

〔
看
御〕

〇
三
一

二

相
国
寺
仏
殿
脇
士
安
置
(
弥
勒
と
阿
弥陀

)

〔
蔭
涼〕

〇
六
一

七

当
寮
造
倉
奉
行
に
大
和
守
(
飯
尾)

〔
蔭
涼〕

〇
六
一

九

当
寮
倉
置
礎

〔
蔭
涼〕

〇
六
二
七

相
国
寺
僧
堂
開

〔
看
御
・

蔭
涼〕

〇
八
一

二

当
寮
倉
始
納
物
の
事

〔
蔭
涼〕

永
享
九

一

四
三
七

〇
二
一

五

相
国
寺
方
丈
改
造
の
命

〔
蔭涼

〕

〇
二
二
七

相
国
寺
に
て
長
得
院
殿
一

三
回
忌
仏
事

〔
蔭
涼
・

看
御〕

〇
四
〇
五

相
国
寺
に
て
絶
海
中
津
三
三
回
忌
仏
事

〔
師
記〕

〇
四
二
〇

相
国
寺
法
堂
立
柱

〔
看
御
・

蔭涼

〕
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坐
「

i

二
一 一 一

四 四 四 西

三 三 三
九 八 七 暦

一 一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 一 〇 〇 一 〇

〇 〇 六 五 五 五 四 四 四 四 三 一 一 二 六 四 一 七
月

一 〇 一 一 一一 一 一 一 〇 〇 一 一 一 二 〇 〇 一 一

五 五 一 六 五 二 九 七 八 七 五 九 一 九 六 二 五 九
日1

盆 鹿 南 長 三 鹿 静 相 相 相 相 相 相 瑚 重 相 梵 相
・ 苑 芳 得 会 苑 香 国 国 国 国 国 国 西 都 国 珍 国

音 院 院 院 院 院 軒 寺 寺 寺 寺 寺 寺 堂 寺 寺 蔵 寺
都 御((引 昭(総 総 総 都 法 山'家 新 主 造
寺 房 天 相 物 堂 東 門 門 門 文 堂 門 罪 財 法 献 営'立 龍 国 を の 福 額 額 額 の 法 修 科 を 堂 ず'

事

勝
定
院
主
用
剛
和
尚
を
奉
行
と
す

梵
珍
蔵
主
献
ず
る

一
〇
〇
〇
疋
、
相
国
寺
に
寄
せ
る

重
都
寺
家
財
を
相
国
寺
常
住
に
寄
せ
る

罪
科
に
よ
り
相
国
寺
山
門
修
造
命
ぜ
ら
る

〔蔭

涼

〕

〔蔭

涼

〕

〔師

記

・
蔭

涼

・
看

御

〕

〔蔭

涼

〕

〔蔭

涼

〕

〔蔭

涼

〕

〔蔭

涼

〕

「寺
家
造
営
中
」
と
し
て
却
下

(「万
」

一
字
)

(「年
」

一
字
)

(「山
」

一
字
)

・
鹿
苑
院
額
字

を
勝
定
院

へ
、
財
物
は
相
国
寺

へ
寄
付

三
会
院
引
物
を
鹿
苑
院
造
営
為
に
寄
進

引
物
を
鹿
苑
院
修
造
為
に
寄
進

御
房
を
蔭
涼
軒
に
、
南
芳
僧
堂
を
鹿
苑
院
僧
堂
と
す

仁
書
記
寮
井
具
足
を
鹿
苑
院
僧
堂
造
営
方
に
寄
付

ズ　ヘ ダ　ヘ ロ ロ ド　ヘ ロ ロ ダ　ヘ ロ ロ ズ　へ

蔭 蔭 蔭 蔭 蔭 蔭 蔭 蔭 蔭 蔭 蔭

街支 侭 イ示 イ示/尿 侭 街支 街ミ ィ示 イ示 侭〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕
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和

暦

西

暦

月

日

事

項

〔
出典

〕

永
享

=

一

四
三
九

=

〇
九

蔭
涼
軒
落
成

〔
蔭
涼〕

=

二
五

蔭
涼
軒
書院

造
営
・

南
庭
の
水
・

額字

の

事

〔
蔭
涼〕

一
一

二

八

点
心
料
を
相
国
寺山

門
造
営
料
と
す

〔
蔭
涼〕

一

;
二
〇

鎌
倉
五
山堵

物
(
計
一

九
〇
貫文

)

を
相
国
寺
山
門
要
脚
と
す

〔
蔭
涼〕

永
享
一

二

一

四
四
〇

〇
一

=

相
国
寺山

門造

営
再
開

〔
蔭
涼〕

〇
一

二
八

高
麗
官人

相
国
寺
入
寺
(
～
二
九)

〔
蔭
涼〕

〇
二
二
〇

鎮
徳
寺
進
上
の
一

〇
〇
貫文

を
山
門
造
営
費
と
す

〔
蔭
涼〕

〇
三
一

二

相
国寺

山
門
方
造
営
の

請
取
(
八
坂
塔
供
養)

〔
蔭
涼〕

〇
四
〇
六

「来

五
月
以
前、
(
相
国
寺)

僧
堂
外
堂
造
営
」

〔
蔭
涼〕

〇
四一

二

相
国
寺
脇
門
造
換
の
命

〔
蔭
涼〕

〇
四
二
六

鹿
苑
院
塔
・

相
国
寺
山
門
本
尊
羅
漢
像、

鎮
守
宮
の
造
営
を
命
ず

〔
蔭
涼〕

〇
四
二
八

相
国
寺
山
門
本
尊
・

羅
漢
作
(
六
体、

一

体
一

五
貫
文、

公
方
寄
進)

〔
蔭
涼〕

〇
五
〇
二

相
国
寺
用
剛
和
尚、

要
脚
奉
行

〔
蔭
涼〕

〇
五
〇
六

鹿
苑
院
殿
三
三
回
忌
仏
事

〔蔭

涼〕

〇
五
〇
七

俗
方
の
御
礼
(
太
刀)

を
相
国
寺
造
営
に
寄
進

〔蔭

涼〕

〇
五
一

〇

相
国
寺
山
門
仏
殿
彩
色
・

脇
門
・

鐘
楼
・

仏
殿
石
垣
造
営
の
事

〔蔭

涼〕

〇
八
〇
七

相
国
寺
山
門
・

閣
上
額
字

〔
蔭
涼〕

〇
九一

二

津
州
罪
科
人
家
財
を
相
国
寺
に
寄
進

〔
蔭
涼〕
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和

暦

西

暦

月

日

ー

事

永
享
一

二

一

四
四
〇

一

〇
二
〇

慈
徳
寺
進
上
一

〇
貫
文
を
相
国
寺
寄
進

一

〇
二
九

山
門
敷
板
塗

二

二
〇

平
瀬
入
道
家
財
二
〇
〇
〇
貫
文、

相
国
寺
東

一

一
一

二

総
門
切
石
分
(
二
〇
〇
貫
文)

相
国
寺
寄
進

一

二
〇
五

山
門
閣
開、

鹿
苑
院
塔
婆
材
木
過
書
免
許

一

二
一

八

勝
定
院
殿
年
忌
点
心
料、

相
国
寺
西
廊
方
造

一

二
二
七

相
国
寺
鎮
守
遷
宮
(
↓
永
享
一

二
・
一
一

二

嘉
士
量

一

四

四
一

〇一

二

五

相
国
寺
十
境
之
名

〇
五
〇
六

「
相
国
寺
修
造
事
終」

〇
六
一

七

越
前
日
円
寺
の
五
〇
〇
〇
疋
を
鹿
苑
院
塔
婆 項

〔出

典

〕

相
国
寺
東
廊
造
営
に
寄
進

の
条
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(略
号

)
師

記

"

『師
郷

記
』
、
看
御

"

『
看
聞
御
記
」
、
満

済

口

『
満
済
准
后

日
記
」
、
薩
戒

"

『薩
戒

記
』
、

蔭
涼

"

『蔭
涼
軒

日
録
」
、
基

恒

口

『
斉
藤
基

恒
日
記
」
、
南
文
上

口

『
南
禅
寺
文
書
』
上

建
内

口

『
建
内
記
」
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